
神
功
皇
后
伝
説
と
近
世
日
本
の
朝
鮮
観

塚

本

明

【
要
約
】
　
近
世
艮
本
の
朝
鮮
観
に
つ
い
て
は
、
主
に
朝
鮮
か
ら
江
戸
幕
府
に
派
遣
さ
れ
た
朝
鮮
通
信
使
を
通
し
て
論
じ
ら
れ
て
ぎ
た
が
、
そ
の
総
体
を
把
　
…

握
す
る
た
め
に
は
当
時
の
社
会
に
お
け
る
朝
鮮
に
関
す
る
知
識
の
多
様
な
要
素
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
十

分
な
分
析
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
神
功
皇
后
伝
説
の
影
響
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

神功皇后伝説と近世臼木の朝鮮観（塚本）

～
　
神
功
皇
盾
伝
説
は
蒙
古
襲
来
を
期
に
、
朝
鮮
を
畜
生
視
す
る
内
容
を
伴
う
よ
う
に
な
る
。
だ
が
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
後
に
は
、
神
国
観
の
転
換
に
規
定
さ

れ
思
想
家
レ
ベ
ル
で
は
中
世
的
観
念
を
脱
し
、
近
世
中
期
以
降
に
は
『
古
事
記
』
、
『
日
本
書
紀
』
に
基
づ
い
て
朝
鮮
蔑
視
論
が
展
開
さ
れ
る
。
し
か
し
民

衆
の
祭
礼
、
信
仰
な
ど
の
世
界
に
お
い
て
は
、
中
世
的
な
伝
説
・
異
境
観
に
よ
り
、
朝
鮮
を
犬
、
あ
る
い
は
鬼
と
表
現
す
る
蔑
視
観
が
存
在
し
た
。
こ
れ

ら
は
統
治
者
、
思
想
家
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
、
近
世
民
衆
独
自
の
朝
鮮
観
で
あ
り
、
そ
し
て
近
代
初
期
の
征
韓
論
を
支
え
、
ま
た
明
治
国
家
が

神
功
皇
后
を
国
民
統
合
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
し
え
た
、
社
会
的
な
背
景
で
も
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
九
巻
六
号
　
一
九
九
六
年
一
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　　Wwwへ

　
日
本
近
世
に
お
け
る
対
外
関
係
、
と
り
わ
け
朝
鮮
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
近
年
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。
特
に
将
軍
代
替
り

な
ど
の
慶
事
に
際
し
て
朝
鮮
国
王
か
ら
江
戸
の
将
軍
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
た
朝
鮮
通
信
使
に
関
し
て
分
析
が
深
め
ら
れ
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る

「
日
本
型
華
夷
意
識
」
を
成
り
立
た
せ
る
不
可
欠
な
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
幕
府
の
外
交
政
策
上
の
位
置
付
け
や
実
態
、
維
持
体
制
な
ど

に
検
討
が
及
ん
だ
。
そ
し
て
、
通
信
使
一
行
と
宿
舎
に
お
い
て
「
筆
談
唱
和
」
を
交
わ
し
た
文
化
人
た
ち
の
活
動
や
、
多
く
の
民
衆
が
通
信
使

行
列
を
直
接
・
間
接
に
見
聞
し
た
こ
と
、
ま
た
通
信
使
を
題
材
と
す
る
祭
礼
行
事
が
各
地
で
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
こ
れ
ら
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①

を
通
し
た
朝
鮮
認
識
の
成
長
、
民
衆
レ
ベ
ル
で
の
文
化
的
交
流
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
江
戸
幕
府
が
結
ん
だ
対
外
関
係
と
し
て
、
中
国
・
オ
ラ
ン
ダ
と
は
貿
易
を
介
し
た
経
済
関
係
を
持
つ
に
と
ど
ま
り
、
北
方
の
ア
イ
ヌ
民
族
は

独
自
の
国
家
形
成
が
な
さ
れ
ず
、
琉
球
は
薩
摩
藩
の
統
制
下
で
し
か
も
中
国
と
の
両
属
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
て
も
、
朝
鮮
と
の
間
で
使
節
派

遣
と
い
う
国
家
間
の
正
式
な
外
交
儀
礼
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
く
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
鎖
国
制
下
に
お
い
て

江
戸
幕
府
が
構
築
し
た
外
交
秩
序
の
内
実
や
そ
の
特
質
の
解
明
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
時
期
の
大

半
の
文
化
人
や
民
衆
に
と
っ
て
、
朝
鮮
通
信
使
は
異
国
・
異
民
族
と
「
接
触
」
す
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
幕
府
の

対
外
政
策
だ
け
で
な
く
、
民
衆
た
ち
の
朝
鮮
観
が
主
に
こ
の
通
信
使
を
素
材
に
論
じ
ら
れ
た
の
も
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
だ
が
、
朝
鮮
通
信
使
に
の
み
焦
点
を
あ
て
て
近
世
日
本
の
朝
鮮
認
識
を
論
じ
る
こ
と
に
は
、
い
く
つ
か
の
難
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
つ
に
は
、
中
世
社
会
に
お
け
る
朝
鮮
観
、
特
に
目
本
を
神
国
と
見
る
こ
と
で
朝
鮮
を
低
く
み
な
す
意
識
と
の
関
連
が
、
検
討
の
対
象
に
な
っ

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
近
世
社
会
が
中
世
的
な
朝
鮮
観
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
継
ぐ
こ
と
は
な
い
。
だ
が
朝
鮮
通
信
使
に
初
め
て
接

し
た
近
世
の
民
衆
は
、
中
世
的
な
観
念
か
ら
全
く
自
由
に
、
白
紙
の
状
態
で
見
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
前
代
と
切
り
離
さ
れ
た
対
外
観
と
い
う

も
の
を
想
定
す
る
こ
と
も
、
非
歴
史
的
の
講
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
近
代
の
征
韓
論
と
近
世
罠
衆
の
朝
鮮
観
と
の
関
連
が
不
明
な
点
で
あ
る
。
日
本
が
朝
鮮
よ
り
も
優
越
す
る
と
し
、
武
力
侵
略
を
正

当
化
す
る
よ
う
な
観
念
は
、
明
治
維
新
後
に
突
然
発
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、
近
世
中
期
頃
か
ら
す
で
に
国
学
者
ら
が
、
古
典
研
究
に
依
拠
し

て
朝
鮮
蔑
視
論
を
主
張
し
だ
し
て
い
た
。
そ
し
て
民
衆
の
側
は
、
朝
鮮
通
信
使
が
一
八
世
紀
半
ぱ
を
最
後
に
江
戸
に
来
な
く
な
り
相
互
認
識
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

機
会
が
失
な
わ
れ
た
こ
と
も
影
響
し
て
、
徐
々
に
蔑
視
観
を
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
限
り
で
は
、
民

衆
と
は
本
来
無
縁
の
観
念
が
近
世
中
期
以
降
に
上
か
ら
注
入
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
民
衆
は
免
罪
さ
れ
る
。
だ
が
、
近
世
民
衆
の
朝
鮮
に
対
す

る
蔑
視
観
、
侵
略
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
意
識
は
、
受
動
的
に
の
み
、
生
ま
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、
朝
鮮
通
信
使
な
ど
を
通
し
て
幕
府
が
築
い
た
、
「
武
威
」
を
軸
と
す
る
日
本
型
華
夷
意
識
（
秩
序
）
の
問
題
と
、
近
世
中
期
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紳功阜后伝説と近世日オくの朝鮮観（塚木）

以
降
に
台
頭
し
た
天
皇
を
中
核
と
す
る
神
国
観
に
基
づ
く
朝
鮮
蔑
視
観
と
の
関
係
も
、
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
民
衆
に
神
国
観

が
次
第
に
浸
透
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
偏
に
思
想
家
た
ち
の
営
為
に
よ
る
も
の
な
の
か
。

　
総
じ
て
、
む
ろ
ん
朝
鮮
通
信
使
の
持
っ
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
に
せ
よ
、
民
衆
の
対
外
観
と
い
う
も
の
が
国
家
間
の
儀
礼
関
係
の
み
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
視
角
は
、
あ
る
い
は
国
家
論
の
枠
組
み
の
な
か
で
対
外
認
識
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
展
し
た
こ

と
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
か
、
と
の
危
惧
を
も
抱
く
。
国
家
と
国
家
と
の
関
係
、
秩
序
の
分
析
は
、
統
治
者
レ
ベ
ル
の
対
外
認
識
を
明
ら
か
に

す
る
に
は
有
効
だ
が
、
被
支
配
者
の
意
識
を
同
じ
材
料
で
論
じ
る
こ
と
は
問
題
が
あ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
朝
鮮
通
信
使
の
行
列
を
実
際
に
見
た
の
は
時
期
的
に
も
地
域
的
に
も
限
ら
れ
た
者
に
と
ど
ま
り
、
し
か
も
一
般
の
民
衆
は
異
国
か

ら
の
使
者
と
じ
か
に
接
触
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
禁
じ
ら
れ
た
。
江
戸
時
代
の
大
多
数
の
民
衆
は
、
記
録
や
文
芸
な
ど
で
間
接
的
に
、
こ
の

使
節
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
民
衆
が
読
み
、
聞
い
た
朝
鮮
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
も
っ
ぱ
ら
通
信
使
に
関
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。

そ
う
で
あ
る
以
上
、
民
衆
の
朝
鮮
観
の
総
体
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
朝
鮮
通
信
使
は
、
重
要
な
要
素
で
は
あ
る
が
唯
一
絶
対
的
な
も
の
で
は

な
く
、
こ
れ
以
外
の
多
様
な
要
素
を
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
神
功
皇
盾
伝
説
を
と
り
あ
げ
る
。

　
神
功
皇
盾
が
新
羅
を
武
力
で
侵
略
し
征
服
し
た
と
い
う
内
容
を
持
つ
伝
説
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
虚
構
の
世
界
に
属
す
る
。
だ
が
、
中
世
以

降
に
日
本
が
朝
鮮
と
の
武
力
的
接
触
を
持
つ
た
び
に
一
す
な
わ
ち
蒙
古
襲
来
、
応
永
の
外
冠
、
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
、
さ
ら
に
明
治
期
の
そ
れ

ぞ
れ
の
時
期
に
、
こ
の
話
が
新
た
な
装
い
を
伴
っ
て
再
生
し
、
独
自
の
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
し
て
こ
の
伝
説
の
内
容
は
、
日
本
を
神
国
と
見

る
意
識
、
朝
鮮
へ
の
蔑
視
観
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
あ
と
づ
け
つ
つ
、
江
戸
時
代
の
、
主
に
民
衆
の
朝
鮮
観
を
論
じ
る
こ
と
が
、
本

稿
の
課
題
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
江
戸
時
代
の
民
衆
す
べ
て
に
共
通
し
た
単
一
の
意
識
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
検
討
の
対
象
と
す
る
の

は
、
主
に
都
市
民
衆
を
中
心
と
し
た
、
そ
し
て
神
功
皇
后
伝
説
を
通
し
て
見
え
る
限
り
で
の
観
念
で
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て

お
き
た
い
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
だ
ろ
う
こ
と
を
も
、
付
け
加
え
て
お
く
。

3　（821）



①
　
ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
「
近
親
日
本
の
庶
民
文
化
に
現
れ
る
朝
鮮
通
信
使
－
世
俗

　
・
宗
教
上
の
表
現
1
」
（
『
韓
』
一
一
〇
、
一
九
八
八
年
）
、
荒
野
泰
典
「
朝
鮮

　
通
信
使
の
終
末
」
（
『
歴
史
評
論
』
三
五
五
、
一
九
七
九
年
）
、
同
「
日
本
の
鎖
国

　
と
対
外
意
識
」
（
『
歴
史
学
研
究
別
側
（
一
九
八
三
年
度
）
』
、
一
九
八
三
年
。
後
に

　
同
『
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
、
に
改
題
の

　
上
収
録
）
な
ど
。
た
だ
し
荒
野
は
「
近
世
の
日
朝
関
係
」
（
歴
史
学
研
究
会
編
『
日

　
朝
聞
愚
拙
を
考
え
る
』
、
脊
木
書
店
、
一
九
八
九
年
）
に
お
い
て
、
近
世
の
人
民

　
は
朝
鮮
蔑
視
観
か
ら
必
ず
し
も
自
由
で
は
な
く
、
「
『
弗
葺
草
意
識
』
の
形
成
に
は
、

　
人
民
も
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
」
と
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
な
お

　
朝
鮮
通
信
使
の
来
日
時
の
事
件
を
題
材
と
し
た
演
劇
か
ら
民
衆
の
朝
鮮
認
識
を
論

　
じ
た
も
の
と
し
て
池
内
敏
「
近
世
後
期
に
お
け
る
対
外
観
と
『
国
民
』
」
（
『
日
本

　
史
研
究
』
三
閥
四
、
一
九
九
一
年
）
が
あ
る
。

　
　
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
特
に
一
般
向
け
に
書
か
れ
た
書
物
に
は
朝
鮮
通
信
使
を
「
善

　
隣
友
好
の
使
節
」
と
し
て
高
く
評
価
す
る
も
の
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。

②
　
朝
鮮
通
信
使
の
中
断
に
よ
っ
て
朝
鮮
に
対
す
る
認
識
が
転
換
し
、
近
代
の
征
韓

　
論
に
繋
が
る
、
と
の
論
調
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
一
九

　
九
四
年
一
〇
月
に
開
か
れ
た
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
朝
鮮
通
信
使
に
何
を
見
る
か

　
1
善
隣
友
好
の
二
百
六
十
年
」
　
（
一
〇
月
二
一
日
付
朝
日
新
聞
に
要
旨
掲
載
）

　
で
の
討
論
参
照
。
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幽
　
「
伝
説
」
の
内
容
と
蒙
古
襲
来
後
の
展
開

1

「
伝
説
」
の
基
本
モ
チ
ー
フ

　
神
功
皇
盾
伝
説
が
登
場
す
る
の
は
八
世
紀
初
め
の
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
神
功
皇
后
の
実
在
自
体
が
疑
わ
し
い
が
、

な
お
歴
史
上
の
人
物
を
擬
し
た
り
、
四
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
「
日
本
府
任
那
経
営
」
と
の
関
係
の
有
無
や
、
伝
説
の
形
成
と
民
間
伝
承
と
の
関
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
ど
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
。
ま
ず
は
「
伝
説
」
の
あ
ら
す
じ
を
、
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
時
代
に
変
容
す
る
要
素
な
ど
重
要
と
思
わ
れ
る
点
を
中
心
に
、
『
日
本
書
紀
』
よ
り
見
て
お
こ
う
。
『
古
事
記
』
に
比
べ
詳
細
で
あ
り
、
ま
た

後
代
に
与
え
た
影
響
も
大
き
鴨
・

　
　
　
神
功
皇
盾
の
夫
仲
夏
天
皇
は
、
熊
襲
を
討
つ
こ
と
を
群
臣
に
議
し
た
が
、
そ
の
時
熊
襲
で
は
な
く
「
七
宝
国
」
の
新
羅
を
帰
服
さ
せ
る
べ
し
、
と
の
神
勅

　
　
　
が
下
っ
た
。
だ
が
天
皇
は
こ
れ
を
聞
か
ず
、
間
も
な
く
死
ぬ
（
『
日
本
書
紀
』
の
註
で
は
、
「
一
説
」
と
し
て
天
皇
が
自
ら
熊
襲
を
攻
撃
に
出
向
い
た
と
こ

　
　
　
ろ
「
賊
矢
」
に
あ
た
っ
た
の
が
死
因
と
し
て
い
る
）
。
神
功
皇
盾
は
神
勅
を
お
そ
れ
、
「
財
宝
国
」
を
求
め
て
遠
征
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
松
浦
の
玉
島
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里
の
小
川
で
釣
針
を
垂
れ
、
窺
の
成
就
を
占
う
と
鮎
が
釣
れ
た
。
さ
ら
に
簸
日
浦
で
髪
を
解
き
頭
を
海
水
に
濯
ぐ
と
、
髪
は
自
ず
か
ら
二
つ
に
分
か
れ
た
。

　
　
　
こ
こ
で
皇
后
は
群
臣
に
対
し
、
渡
海
し
て
「
財
土
」
を
求
め
ん
こ
と
を
宣
書
す
る
。
出
陣
に
あ
た
っ
て
は
、
軍
勢
の
士
気
を
鼓
舞
す
る
と
と
も
に
、
自
ら

　
　
服
属
し
て
く
る
者
を
殺
害
し
な
い
よ
う
に
令
し
た
。
さ
て
こ
の
時
皇
后
は
群
盗
天
皇
の
子
を
身
寵
も
っ
て
お
り
、
す
で
に
臨
月
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で

　
　
還
る
ま
で
出
産
を
延
ば
す
べ
く
、
石
を
腰
に
挾
ん
で
冷
や
し
た
。
和
璃
津
よ
り
船
を
出
し
、
風
、
波
、
海
中
の
大
魚
の
助
け
を
受
け
、
た
ち
ま
ち
新
羅
に

　
　
　
至
る
。
同
時
に
波
は
新
羅
の
国
論
遠
く
に
ま
で
及
ん
だ
。
驚
愕
し
た
新
羅
王
は
、
こ
れ
は
東
の
神
国
日
本
の
聖
王
、
天
皇
の
神
丘
ハ
な
ら
ん
と
し
て
、
白
旗

　
　
を
あ
げ
自
ら
降
伏
し
、
以
後
は
日
本
の
「
飼
部
」
と
な
り
、
毎
年
貢
納
す
る
こ
と
を
約
し
た
。
新
羅
王
の
殺
害
を
注
進
し
た
者
が
居
た
が
、
皇
盾
は
出
陣

　
　
晴
の
命
令
を
理
由
に
認
め
ず
、
矛
を
新
羅
王
の
門
に
立
て
て
後
の
し
る
し
と
し
た
。
新
羅
降
伏
を
聞
い
た
高
麗
、
百
済
の
二
蟹
も
叩
頭
し
て
以
後
の
朝
貢

　
　
を
約
す
。
筑
紫
に
凱
旋
し
た
神
功
皇
后
は
、
後
に
即
位
し
て
風
神
天
皇
と
な
る
男
児
を
出
産
し
た
。

　
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
神
功
皇
后
の
出
兵
の
動
機
が
「
財
宝
国
」
を
求
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
点
が
、
驚
く
ほ
ど
の
率
直
さ
で
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
侵
略
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
理
屈
は
微
塵
も
見
ら
れ
な
い
。
仲
哀
天
皇
に
下
っ
た
神
勅
は
、
痩
せ
た

不
毛
の
地
で
あ
る
熊
襲
を
攻
撃
す
る
よ
り
も
、
「
金
銀
彩
色
」
が
多
く
あ
る
と
の
理
由
で
新
羅
攻
撃
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
神
功

皇
后
が
群
臣
に
対
し
行
っ
た
宣
言
で
も
「
財
土
」
を
求
め
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
最
終
的
に
新
羅
の
朝
貢
の
約
束
に
よ
っ
て
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

着
し
て
い
る
。
新
羅
が
攻
撃
さ
れ
、
降
伏
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
B
本
が
「
神
国
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
な
い
。

　
も
う
一
点
、
こ
の
出
兵
に
は
実
際
の
武
力
衝
突
は
な
く
、
死
傷
者
が
い
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
仲
哀
天
皇
に
下
っ
た
神
勅
も
、

吾
（
神
自
身
）
を
祀
っ
た
な
ら
ば
刃
を
血
塗
ら
す
こ
と
な
く
新
羅
が
自
ら
服
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
応
神
天
皇
は
、
い
く
さ
の
神
の
八
幡
神
と
し
て
後
に
武
士
た
ち
の
信
仰
を
集
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
彼
が
神
功
皇
后
の
腹
中
に
あ
っ
て

二
緒
に
」
（
！
）
出
兵
し
、
勝
利
を
収
め
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
が
記
す
限
り
で
は
、
新
羅
は
武
力
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
日
本
が
神
国
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
か
な
わ
ぬ
こ
と
を
悟
り
降
伏
し
た
の
で
あ
る
。
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2
　
蒙
古
襲
来
後
の
展
開
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『
日
本
書
紀
』
中
の
種
々
の
話
は
中
世
社
会
に
受
け
継
が
れ
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
た
だ
し
そ
れ
ら
は
『
日
本
書
紀
』
そ
の
も
の
で
は

な
く
、
様
々
に
改
変
さ
れ
、
新
た
な
要
素
が
付
加
さ
れ
た
「
中
世
的
日
本
紀
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
で
は
神
功
皇
后
伝
説
は
ど
の
よ
う

に
申
世
的
変
容
を
遂
げ
た
の
か
。

　
変
容
の
き
っ
か
け
は
い
う
ま
で
も
な
く
蒙
古
襲
来
で
あ
り
、
そ
の
結
果
生
み
出
さ
れ
た
の
が
『
八
幡
愚
童
訓
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
蒙
古
襲
来

後
間
も
な
く
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
石
清
水
八
幡
社
の
神
官
が
異
国
撃
退
に
果
た
し
た
神
徳
を
強
調
し
、
幕
府
の
恩
賞
を
得
る
目
的
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

作
成
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
後
半
は
蒙
古
勢
と
の
合
戦
の
様
子
が
克
明
に
描
か
れ
る
が
、
前
段
は
異
国
襲
来
の
前
史
と
し
て
、
神
功
皇
后

の
「
出
征
」
課
が
詳
細
に
記
さ
れ
る
。
こ
こ
に
現
れ
る
「
伝
説
」
を
、
先
の
基
本
モ
チ
ー
フ
か
ら
の
変
化
を
中
心
に
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
仲
哀
天
皇
の
晴
代
、
「
異
国
」
よ
り
「
形
ハ
如
鬼
神
、
身
ノ
色
赤
ク
、
頭
ハ
八
ニ
シ
テ
」
と
い
う
「
曲
輪
ト
云
者
」
が
、
「
黒
雲
二
乗
リ
虚
空
ヲ
飛
テ
」

　
　
　
日
本
へ
来
襲
し
、
人
民
を
取
り
殺
し
た
。
仲
哀
天
皇
は
神
功
皇
后
と
五
万
人
の
軍
兵
を
伴
い
長
門
豊
浦
に
至
り
「
塵
輪
」
に
立
ち
向
か
い
、
射
殺
す
こ
と

　
　
　
に
成
功
す
る
。
し
か
し
自
ら
も
流
れ
矢
に
あ
た
り
、
神
功
皇
盾
に
異
国
追
討
を
遺
言
し
て
死
ぬ
。
神
功
皇
盾
に
天
照
大
神
が
採
点
し
、
「
三
韓
」
の
大
軍

　
　
　
勢
来
襲
が
近
い
こ
と
を
告
げ
る
。
「
験
」
を
求
め
る
家
臣
に
応
じ
、
二
期
と
髪
が
二
つ
に
分
か
れ
る
占
い
を
示
し
た
。
さ
ら
に
四
王
寺
山
で
起
請
し
、
住

　
　
　
吉
明
神
と
高
良
明
神
を
得
る
。
四
八
艘
の
船
を
造
り
、
舵
取
り
役
と
し
て
住
吉
明
神
の
助
言
に
よ
り
海
底
に
住
む
安
曇
磯
良
を
召
し
た
。
磯
良
は
我
が
容

　
　
　
貌
の
醜
さ
を
理
由
に
辞
す
る
が
、
つ
い
に
応
じ
る
。
さ
ら
に
住
吉
竃
神
の
提
案
に
よ
っ
て
婆
端
羅
竜
王
の
持
つ
、
潮
の
干
満
を
自
由
に
操
れ
る
聯
珠
・
満

　
　
　
珠
の
二
つ
の
珠
を
借
り
受
け
た
。
出
産
間
近
の
神
功
罪
盾
は
高
良
明
神
の
手
に
な
る
「
脇
楯
」
を
付
け
、
対
島
で
石
を
腰
に
挾
み
海
を
渡
る
。
「
異
賊
」

　
　
　
は
「
十
万
八
千
艘
二
四
十
九
万
六
千
余
人
」
の
軍
勢
、
対
し
て
日
本
は
そ
の
千
分
一
に
も
足
り
な
い
が
、
皇
后
は
高
良
明
神
を
使
老
と
し
て
開
戦
を
告
げ

　
　
　
る
。
こ
れ
を
受
け
た
「
高
麗
ノ
国
王
・
大
臣
・
人
民
等
」
は
、
女
の
身
で
敵
国
を
攻
め
て
き
た
こ
と
を
、
大
い
に
嘲
弄
し
た
。
そ
こ
で
皇
后
は
旱
珠
を
海

　
　
　
に
投
げ
さ
せ
る
。
大
海
は
た
ち
ま
ち
陸
地
と
な
り
、
異
国
の
軍
勢
は
喜
ん
で
船
を
降
り
同
本
船
へ
攻
め
寄
せ
た
。
す
か
さ
ず
皇
盾
は
満
珠
を
投
入
さ
せ
、

　
　
　
「
三
韓
ノ
敵
ヲ
亡
」
し
た
。
異
国
の
王
臣
は
、
今
後
は
「
日
本
国
ノ
犬
ト
成
」
、
日
本
を
守
護
し
、
毎
年
年
貢
を
上
納
す
る
こ
と
を
約
す
。
皇
后
は
弓
の
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揖
で
大
磐
石
の
上
に
「
新
羅
国
ノ
大
王
ハ
日
本
ノ
犬
也
」
と
書
き
付
け
、
帰
国
し
た
。
新
羅
で
は
末
代
の
恥
と
し
て
石
の
銘
文
を
焼
き
消
そ
う
と
し
た
が
、

　
　
　
い
よ
い
よ
鮮
明
に
な
っ
て
今
で
も
消
え
な
い
。

　
異
聞
の
呼
称
が
「
三
韓
」
「
新
羅
」
に
加
え
、
一
〇
世
紀
に
興
り
『
八
幡
愚
童
訓
』
が
著
さ
れ
た
同
時
代
の
朝
鮮
半
島
の
国
家
で
あ
る
「
高
麗
」

を
含
み
区
々
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
話
の
完
成
度
が
必
ず
し
も
高
く
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
住
吉
、
高
良
の
二
大
明
神
、
海
神
の
安
曇

磯
良
ら
の
人
物
、
そ
し
て
竜
宮
の
畢
珠
・
満
珠
の
新
た
な
登
場
は
、
こ
の
伝
説
が
さ
ら
に
後
代
に
受
け
継
が
れ
る
時
に
は
重
要
な
要
素
と
な
る

が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
措
く
。
『
日
本
書
紀
』
と
の
違
い
を
ま
と
め
よ
う
。
何
よ
り
重
要
な
の
は
、
最
初
に
異
国
か
ら
攻
撃
を
受
け
た
と
の

話
を
作
り
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
蒙
古
襲
来
の
前
史
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
仲
哀
天
皇
は
、
熊
襲
に
よ
っ
て
で
は
な
く
海

を
渡
っ
て
き
た
「
塵
輪
」
な
る
も
の
の
軍
勢
に
よ
っ
て
死
ん
だ
の
で
あ
り
、
神
功
皇
后
の
出
兵
は
そ
の
復
讐
の
た
め
で
あ
る
。
む
ろ
ん
『
日
本

書
紀
』
に
明
記
さ
れ
た
財
蓋
獲
得
の
目
的
は
こ
こ
で
は
見
ら
れ
な
い
。

　
次
に
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
戦
死
者
が
出
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
『
八
幡
愚
童
訓
』
に
お
い
て
は
出
陣
前
の
朝
鮮
か
ら
の
攻
撃
に
よ
る
日
本

側
の
被
害
に
加
え
、
早
珠
・
満
珠
の
使
用
に
よ
り
異
国
軍
勢
の
ほ
と
ん
ど
が
溺
死
し
た
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
「
新
羅
王
」
が
降
伏
し
た
の
も

「
神
国
」
を
恐
れ
た
た
め
で
は
な
く
何
よ
り
軍
勢
を
失
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
目
側
側
の
剥
き
出
し
の
「
武
威
」
に
基
づ
く
。

　
さ
ら
に
、
新
羅
王
の
降
伏
後
、
神
功
皇
后
が
矛
を
王
の
門
に
立
て
た
と
の
話
が
、
こ
こ
で
は
岩
に
文
字
を
、
し
か
も
国
王
を
「
犬
」
扱
い
、

畜
生
視
す
る
語
句
を
刻
む
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
蔑
視
観
は
当
初
攻
め
て
き
た
「
塵
輪
」
の
描
写
に
も
表
れ
て
い
よ
う
。
特
に
「
鬼
神
」

の
ご
と
く
、
と
し
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
中
世
の
日
本
が
朝
鮮
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
蔑
視
観
の
有
無
を
め
ぐ
っ
て
は
議
論
の
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

こ
ろ
で
あ
る
。
大
内
氏
ら
西
匿
本
の
大
名
が
朝
鮮
と
通
交
す
る
際
に
従
属
的
な
儀
礼
を
と
っ
た
よ
う
に
、
地
域
・
社
会
階
層
に
よ
っ
て
は
畏
敬

の
念
が
存
在
し
た
こ
と
の
事
実
は
重
い
。
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
朝
鮮
を
密
生
視
す
る
こ
の
話
の
広
ま
り
を
見
る
と
、
や
は
り
蔑
視
観
の
枠

組
み
が
強
く
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
は
村
井
章
介
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
恐
ら
く
は
民
族
的
と
も
言
え
る
危
機
感
を
招
い
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た
蒙
古
へ
の
強
い
恐
怖
感
、
実
際
の
武
力
衝
突
で
は
敗
れ
た
劣
等
感
の
裏
返
し
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
確
か
で
あ
ろ
う
。
一
五
世
紀

初
め
の
応
永
の
外
冠
時
に
至
っ
て
も
、
蒙
古
襲
来
の
恐
怖
の
記
憶
を
強
く
残
し
、
神
功
皇
后
を
想
起
さ
せ
る
文
書
が
著
さ
れ
て
い
る
。
正
常
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

判
断
力
が
麻
痺
し
、
異
常
な
精
神
状
態
の
な
か
で
、
神
功
皇
后
伝
説
が
妖
怪
の
如
く
．
再
生
し
た
。

　
村
井
の
主
張
に
さ
ら
に
耳
を
傾
け
れ
ば
、
蒙
古
襲
来
を
機
に
外
敵
を
「
鬼
」
と
し
て
認
識
し
、
さ
ら
に
疫
病
と
結
び
付
け
る
イ
メ
ー
ジ
が
生

ま
れ
る
。
種
々
の
鬼
退
治
伝
説
が
作
ら
れ
、
広
ま
る
の
も
こ
れ
と
深
く
関
連
す
る
。
ま
た
「
む
く
り
こ
く
り
」
（
蒙
古
高
句
麗
）
と
い
う
言
葉
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

え
た
い
の
知
れ
ぬ
「
神
国
」
の
否
定
物
と
し
て
登
場
す
る
。

　
さ
て
神
功
皇
后
の
腹
中
の
子
、
応
神
天
皇
を
祀
る
八
幡
神
社
は
、
八
幡
信
仰
の
浸
透
と
と
も
に
全
国
各
地
で
建
立
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
神

社
で
作
成
さ
れ
た
縁
起
の
多
く
は
神
功
皇
后
伝
説
を
含
ん
で
い
る
。
細
部
に
新
た
な
要
素
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
大
ま
か
な
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

成
は
『
八
幡
愚
童
訓
』
を
蹄
襲
し
て
い
る
。
そ
し
て
八
幡
神
に
治
病
の
神
と
し
て
の
性
格
が
新
た
に
付
与
さ
れ
る
こ
と
で
、
八
幡
信
仰
は
武
士

に
の
み
で
な
く
民
衆
へ
も
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
応
永
の
外
冠
直
後
に
京
都
で
疫
病
が
流
行
す
る
な
か
、
伊
勢
神
が
治
病
神
の
論
理
を
組
み
込
み

新
た
な
展
開
を
遂
げ
た
が
、
八
幡
神
も
同
様
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
萢
瘡
（
天
然
痘
）
を
癒
す
効
能
が
唱
え
ら
れ
た
こ
と
で
民
衆
の
信
仰
を
獲
得

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
八
幡
愚
童
訓
』
版
神
功
皇
后
伝
説
が
中
世
民
衆
の
間
に
広
ま
っ
た
の
は
、
八
幡
信
仰
の
普
及
に
加
え
て
一
四
世
紀
後
期
に
成
立
し
た
『
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

平
記
』
の
果
た
し
た
役
割
も
大
き
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
巻
三
十
九
「
神
功
皇
后
攻
新
羅
給
事
」
に
は
、
仲
哀
天
皇
自
身
が
三
韓
を

責
め
て
失
敗
し
た
と
の
話
や
磯
良
の
現
れ
方
、
諏
訪
明
神
の
参
加
な
ど
『
八
幡
愚
童
訓
』
と
異
な
る
点
も
少
な
く
な
い
が
、
住
吉
・
高
良
両
大

明
神
の
登
場
、
海
神
濡
話
の
招
請
、
竜
宮
の
旱
珠
・
満
珠
の
入
手
・
利
用
、
石
に
「
日
本
ノ
犬
也
」
と
書
き
付
け
る
話
が
含
ま
れ
、
『
八
幡
愚

童
訓
』
を
賄
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
異
国
の
呼
称
と
し
て
「
新
羅
」
は
使
わ
れ
ず
、
犬
扱
い
さ
れ
る
の
も
「
新
羅
王
」

で
は
な
く
「
高
麗
王
扁
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。

　
①
　
塚
口
義
信
『
神
功
皇
盾
伝
説
の
研
究
』
（
創
元
社
、
一
九
八
○
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
②
　
以
下
、
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
6
7
（
岩
波
書
店
、

8　（826）
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一
九
六
七
庸
†
）
に
よ
る
。

③
　
な
お
、
津
田
左
右
吉
が
『
日
本
古
典
の
研
究
』
上
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
八
年
）

　
の
第
二
篇
第
一
章
・
「
新
羅
に
関
す
る
物
語
」
に
お
い
て
、
　
こ
の
伝
説
に
関
し
て

　
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
『
帝
記
』
『
旧
辞
』
な
ど
の
関
連
を
詳
細
に
検
討
し
、

　
矛
盾
点
を
一
々
あ
げ
、
歴
史
的
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

　
る
。

④
　
近
代
の
教
科
書
に
お
い
て
こ
の
「
伝
説
」
は
、
後
代
に
付
加
さ
れ
た
要
素
は
排

　
除
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
『
日
本
書
紀
』
に
み
ら
れ
る
話
の
範
囲
内
で
取
り
上
げ
ら
れ

　
る
が
、
財
宝
を
求
め
た
動
機
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

⑤
『
寺
社
縁
起
』
（
日
本
恩
想
大
系
2
0
、
岩
波
書
店
、
｝
九
七
五
年
）
の
解
説
文

　
に
よ
る
。
な
お
「
八
幡
愚
童
訓
」
は
二
種
作
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
蒙
古
襲
来

　
を
中
心
に
述
べ
た
「
甲
」
本
を
取
り
上
げ
る
。
　
「
乙
」
本
は
八
幡
の
神
徳
霊
験
を

　
述
べ
た
も
の
で
、
神
宮
皇
后
伝
説
は
登
場
し
な
い
。

⑥
　
高
橋
公
明
「
外
交
儀
礼
よ
り
み
た
室
町
時
代
の
日
朝
関
係
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九

　
一
－
八
、
一
九
八
二
年
）
。

⑦
村
井
章
介
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
中
世
日
本
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
八
八
年
）
。

⑧
田
中
健
夫
「
ム
ク
リ
コ
ク
リ
」
（
『
日
本
歴
史
隔
二
二
入
、
一
九
六
七
年
。
後
に

　
同
『
対
外
関
係
と
文
化
交
流
』
、
高
文
閣
出
版
、
一
九
八
二
年
、
に
所
収
）
。

⑨
、
室
町
中
期
頃
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
「
八
幡
宮
御
縁
起
」
「
八
幡
本
地
」
「
八
ま

　
ん
の
本
地
」
「
八
幡
の
御
本
地
」
（
『
室
町
時
代
物
語
集
』
第
一
所
収
）
、
そ
し
て
豊

　
後
由
原
八
幡
宮
の
「
崩
原
八
幡
縁
起
」
（
『
続
群
書
類
従
』
第
三
輯
所
収
）
は
、
い

　
ず
れ
も
新
羅
側
の
先
攻
、
皐
珠
・
満
珠
に
よ
る
新
羅
軍
勢
の
溺
死
、
「
新
羅
国
」

　
（
百
済
を
含
む
こ
と
も
あ
る
）
の
大
王
を
、
「
日
本
の
犬
」
と
岩
に
刻
ん
だ
話
を

　
伴
う
。
ま
た
永
享
五
（
一
四
三
三
）
年
に
将
軍
足
利
義
教
が
奉
納
し
た
大
坂
誉
田

　
神
社
の
「
神
功
皇
后
御
縁
起
」
、
京
都
石
清
水
八
幡
宮
「
八
幡
宮
黒
縁
起
絵
」
、
豊

　
後
宇
佐
八
幡
宮
「
八
幡
宮
縁
起
」
は
、
前
掲
の
「
八
幡
宮
御
縁
起
」
と
内
容
は
同

　
じ
で
あ
る
（
『
室
町
時
代
物
語
集
』
第
一
の
解
題
参
照
）
。
八
幡
社
以
外
で
も
、
信

　
州
諏
訪
社
の
縁
起
の
「
諏
訪
大
明
神
絵
詞
」
（
｝
四
世
紀
半
ば
に
成
立
。
『
続
群
書

　
類
従
』
第
三
輯
所
収
）
、
住
吉
大
社
の
「
す
み
よ
し
え
ん
き
」
（
『
蜜
町
時
代
物
語

　
集
』
第
五
所
収
）
で
も
、
新
羅
の
攻
撃
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
た
め
出
兵
動
機
は

　
明
示
さ
れ
な
い
も
の
の
、
果
然
・
満
珠
の
使
用
、
三
韓
王
を
臼
木
の
犬
と
す
る
記

　
述
を
含
ん
で
い
る
。
な
お
こ
の
時
期
の
八
幡
宮
縁
起
の
広
が
り
に
つ
い
て
は
宮
次

　
男
「
八
幡
縁
起
絵
巻
」
（
『
日
本
絵
巻
物
全
集
』
別
巻
2
、
角
川
君
店
、
　
一
九
八
一

　
年
）
、
同
「
八
幡
大
菩
薩
御
縁
起
と
八
幡
宮
縁
起
」
上
、
中
、
下
（
『
美
術
研
究
』

　
三
三
三
、
三
童
五
、
三
三
六
、
一
九
八
五
～
八
六
年
）
参
照
。

⑩
　
村
井
前
掲
書
。

⑪
　
『
太
平
記
』
が
後
の
時
代
、
と
く
に
近
世
社
会
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
に
つ

　
い
て
は
、
武
士
層
、
儒
学
者
へ
の
も
の
を
中
心
に
若
尾
政
希
が
強
調
す
る
と
こ
ろ

　
だ
が
（
「
『
太
平
記
読
み
』
の
歴
史
的
位
置
一
近
世
政
治
思
想
史
の
構
想
1
」

　
『
日
本
史
研
究
』
三
八
○
、
　
一
九
九
四
年
、
ほ
か
）
、
民
間
へ
も
講
釈
師
に
よ
っ

　
て
流
布
し
た
。

⑫
　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
3
5
（
岩
波
霊
店
、
一
九
六
一
年
）
に
よ
る
。

（827）9



二
　
統
一
政
権
の
成
立
と
神
國
観
の
転
換

1

秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
と
「
伝
説
」

10　（828）

　
神
功
皇
后
伝
説
が
展
開
す
る
上
で
の
蒙
古
襲
来
に
次
ぐ
画
期
は
、
文
禄
・
慶
長
の
二
度
に
わ
た
る
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
で
あ
る
。
何
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ま
ず
秀
吉
の
軍
勢
が
「
伝
説
」
を
強
く
意
識
し
て
い
た
。
以
下
、
北
島
万
次
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
た
秀
吉
と
「
伝
説
」
と
の
関
係
を
ま
と

め
て
お
く
。
秀
吉
の
伝
記
と
し
て
知
ら
れ
る
「
大
か
う
さ
ま
く
ん
き
の
う
ち
」
に
は
、
秀
吉
が
朝
鮮
渡
海
の
陣
立
て
を
定
め
た
記
述
に
次
い
で

「
伝
説
」
が
登
場
し
、
皐
珠
・
満
珠
謙
、
「
高
麗
の
王
は
日
本
の
犬
」
と
石
に
書
き
付
け
た
と
の
話
を
含
ん
で
い
る
。
秀
吉
の
祐
筆
で
あ
る
山

中
橘
内
が
献
じ
た
、
筑
前
志
賀
島
吉
祥
寺
に
伝
わ
る
縁
起
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
秀
吉
一
行
は
京
都
か
ら
肥
前
名
護
屋
に
向
か
う
途
中
、

長
門
国
府
で
神
功
皇
后
及
び
仲
哀
天
皇
の
社
祠
を
拝
し
て
い
る
。
「
伝
説
」
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
秀
吉
個
人
だ
け
で
は
な
く
同
行
し
た
武
士

た
ち
も
共
有
し
て
い
た
。
鍋
島
、
松
浦
、
加
藤
、
長
曾
我
部
、
島
津
の
各
大
名
に
従
軍
し
た
家
臣
ら
が
編
纂
し
た
記
録
に
、
共
通
し
て
「
伝
説
」

が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
「
征
服
」
を
先
例
の
あ
る
も
の
と
し
、
朝
鮮
を
日
本
よ
り
一
段
低
く
と
ら
え
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
神
功
皇

后
以
来
日
本
へ
送
ら
れ
る
べ
き
朝
貢
物
が
近
年
中
断
し
て
い
る
こ
と
を
遺
憾
と
し
、
そ
の
復
活
を
掲
げ
る
こ
と
で
今
回
の
侵
略
を
正
当
化
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
宗
義
智
の
軍
が
朝
鮮
軍
を
破
っ
て
睡
夢
に
入
っ
た
時
、
吉
川
広
家
に
従
っ
た
宿
藍
俊
醤
と
い
う
従
軍
禅
僧
が
、
忠

州
の
地
が
か
つ
て
神
功
皇
后
が
異
国
の
王
を
犬
と
石
に
刻
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
追
憶
し
、
詩
文
を
詠
ん
で
い
る
。
た
だ
し
彼
の
表
記
に

よ
れ
ば
犬
扱
い
さ
れ
た
の
は
「
新
羅
王
」
で
も
「
高
麗
王
」
で
も
な
く
、
実
に
「
唐
土
王
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
話
が
現
在
で
は
「
世
俗

の
人
口
に
謄
爽
」
し
て
い
る
、
と
記
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
北
島
に
よ
れ
ば
、
同
行
武
士
団
へ
の
「
伝
説
」
の
浸
透
は
、
決
し
て
秀
吉

に
よ
っ
て
一
方
的
に
注
入
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
九
州
各
地
を
中
心
に
、
武
士
団
の
土
着
信
仰
、
精
神
的
な
紐
帯
と
し
て
八
幡
神
へ
の
信
仰

が
あ
り
（
具
体
的
に
は
起
請
文
の
文
言
に
現
れ
る
）
、
軍
神
八
幡
大
菩
薩
へ
の
信
仰
は
神
功
皇
后
伝
説
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
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な
お
、
確
か
な
史
実
で
は
な
い
が
、
秀
吉
が
京
都
を
立
ち
西
へ
向
か
う
に
際
し
、
神
功
皇
后
を
麗
る
伏
見
の
御
香
宮
で
「
出
征
」
の
式
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
②

つ
た
と
の
伝
承
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
宇
喜
多
秀
家
に
従
い
朝
鮮
に
鵬
要
し
た
家
老
の
戸
川
逡
安
（
肥
後
守
）
と
い
う
人
物
が
、
朝
鮮
の
都
よ
り
一

里
ぽ
か
り
離
れ
た
「
麗
似
」
と
い
う
場
所
で
、
神
功
皇
后
が
石
に
刻
ん
だ
「
高
麗
王
者
日
本
国
ノ
犬
歯
」
の
銘
文
を
見
た
、
と
の
話
ま
で
が
伝

　
　
　
　
③

わ
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
秀
吉
軍
勢
の
意
識
に
神
功
皇
后
伝
説
は
影
を
落
と
し
、
朝
鮮
を
侵
略
の
対
象
と
す
る
認
識
の
強
化
に
与
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ

こ
で
の
「
伝
説
」
は
、
早
筆
・
満
珠
諦
、
「
犬
」
と
石
に
刻
む
話
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
る
原
型

で
は
な
く
『
八
幡
愚
童
訓
』
を
踏
襲
し
た
、
蒙
古
襲
来
を
機
に
中
世
的
な
変
容
を
遂
げ
た
「
伝
説
」
で
あ
っ
た
。

2

神
国
観
の
転
換
と
「
伝
説
」
の
変
容

　
「
伝
説
」
は
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
を
正
当
化
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
た
が
、
そ
の
内
容
に
変
化
が
生
じ
る
の
は
そ
の
後
の
神
国
観
の
転
換

に
よ
る
。

　
中
世
ま
で
の
軍
民
は
、
世
界
は
天
竺
（
イ
ン
ド
）
、
震
旦
（
中
国
）
、
日
本
の
三
国
か
ら
な
る
と
し
、
そ
し
て
天
竺
の
仏
教
が
「
菓
漸
」
し
て
震

旦
に
伝
来
し
儒
教
を
生
み
、
さ
ら
に
日
本
に
至
り
神
道
が
成
立
し
た
、
と
の
観
念
を
持
っ
て
い
た
。
日
本
は
序
列
と
し
て
は
最
後
の
三
番
目
で

あ
り
、
と
り
わ
け
中
国
を
中
心
と
す
る
世
界
観
を
受
容
す
る
こ
と
を
免
れ
な
か
っ
た
。
『
八
幡
愚
童
訓
』
に
見
ら
れ
る
朝
鮮
蔑
視
観
は
、
こ
の

よ
う
な
世
界
観
を
背
景
に
蒙
古
襲
来
の
恐
怖
感
、
劣
等
感
、
屈
折
し
た
意
識
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮
へ

の
武
力
侵
略
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
観
念
か
ら
脱
す
る
。
日
本
の
神
道
は
も
は
や
イ
ン
ド
か
ら
中
国
を
経
て
最
後
に
伝
来
し
た
も
の
で
は
な
く
、

逆
に
神
道
こ
そ
が
根
本
で
あ
り
、
そ
れ
が
派
生
し
て
仏
教
、
儒
教
が
成
立
し
た
と
す
る
、
す
こ
ぶ
る
恣
意
的
な
解
釈
に
よ
る
都
合
の
よ
い
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

民
族
中
心
史
観
、
神
国
観
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
神
国
観
を
基
盤
と
す
る
、
自
己
を
中
心
と
み
る
世
界
観
の
日
本
型
華
夷
意
識
は
、
中
国
の
徳
を

中
核
と
す
る
華
夷
意
識
と
は
異
な
り
、
武
威
に
基
づ
く
と
い
う
特
質
を
持
っ
た
。
だ
が
武
威
を
強
調
す
る
時
代
は
長
く
続
か
な
い
。
徳
川
家
光
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政
権
期
以
降
に
は
幕
府
は
武
威
の
語
は
用
い
ず
、
代
わ
り
に
天
下
泰
平
を
実
現
し
た
将
軍
の
徳
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
武
威
か
ら
礼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

秩
序
へ
の
移
行
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
世
界
観
の
転
換
に
よ
っ
て
神
功
皇
后
伝
説
の
解
釈
に
変
化
が
生
じ
る
。

　
朱
子
学
の
大
義
名
分
論
に
基
づ
き
、
水
戸
藩
主
徳
川
光
囲
の
命
に
よ
っ
て
一
七
世
紀
半
ば
よ
り
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
歴
史
書
、
『
大
日
本
史
隔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
巻
二
三
四
、
列
伝
第
一
六
一
に
は
「
外
国
三
」
と
し
て
「
新
羅
」
の
項
が
あ
り
、
神
功
皇
后
の
「
出
征
」
諦
が
記
さ
れ
る
。
内
容
は
『
日
本

書
紀
』
の
記
載
に
準
じ
る
が
、
末
尾
に
次
の
よ
う
な
注
記
が
あ
る
。

　
　
按
八
幡
愚
童
訓
、
太
平
記
日
、
皇
盾
飾
弓
蛸
書
石
上
日
、
新
羅
王
日
本
犬
、
按
、
皇
后
征
二
宮
、
非
問
罪
之
師
、
止
降
伏
朝
貢
耳
、
不
応
辱
国
王
如
此
已

　
　
　
甚
、
二
書
所
載
、
未
知
何
拠
、
蓋
以
上
世
有
火
毒
芹
命
懸
蒲
諸
隼
人
等
代
吠
狗
而
奉
事
之
説
、
附
会
為
此
説
耳

　
こ
こ
で
は
『
八
幡
愚
童
訓
』
『
太
平
記
』
に
見
え
る
「
伝
説
」
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
「
犬
」
伝
説
を
、
附
会
の
説
と
し
て
否
定
す
る
。

皇
盾
の
出
兵
の
目
的
は
新
羅
を
降
伏
朝
貢
さ
せ
る
た
め
の
み
で
あ
り
、
外
国
の
国
王
を
こ
の
よ
う
に
辱
め
る
こ
と
は
儒
学
的
観
点
か
ら
正
当
化

さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
中
世
的
伝
説
の
世
界
か
ら
『
日
本
書
紀
』
へ
の
復
帰
が
見
ら
れ
る
。
だ
が
出
兵
の
動
機
を
め
ぐ
っ
て
は
、
降

伏
朝
貢
さ
せ
る
た
め
と
す
る
以
上
の
理
由
付
け
は
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
こ
の
点
に
つ
い
て
次
に
貝
原
好
古
編
『
八
幡
宮
本
紀
』
を
見
よ
う
。
貝
原
好
古
は
貝
原
益
軒
の
甥
に
あ
た
り
、
益
軒
か
ら
才
能
を
高
く
評
価

さ
れ
彼
の
著
作
作
業
の
有
力
な
協
力
者
で
あ
っ
た
が
、
若
く
し
て
逝
っ
た
人
物
で
あ
る
。
益
軒
と
同
じ
く
儒
学
者
と
し
て
、
神
儒
一
致
の
立
場

か
ら
仏
教
を
排
す
る
論
を
展
開
し
た
。
さ
て
『
八
幡
宮
本
紀
』
は
、
八
幡
宮
に
関
す
る
記
事
伝
承
を
『
日
本
書
紀
』
か
ら
『
筑
前
風
土
記
』
『
豊

前
風
土
記
』
さ
ら
に
古
老
の
伝
承
に
至
る
ま
で
集
め
て
検
討
し
、
矛
盾
点
を
訂
正
し
誤
っ
た
俗
説
や
仏
教
徒
に
よ
る
付
会
の
説
を
退
け
、
八
幡

宮
の
「
実
録
扁
を
著
さ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
仲
哀
天
皇
紀
、
神
功
皇
后
綿
上
、
同
義
、
神
神
天
皇
紀
、
仁
徳
天
皇
紀
、
恵
重
病
の
六
巻
か

ら
な
る
。
叙
述
は
ま
ず
『
日
本
書
紀
』
に
即
し
て
記
し
、
続
い
て
「
俗
説
扁
を
示
し
、
そ
の
後
で
好
古
の
コ
メ
ン
ト
が
付
さ
れ
、
さ
ら
に
伝
説
に

所
縁
の
あ
る
神
社
等
を
筑
前
国
を
中
心
に
紹
介
す
る
、
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
問
題
の
神
功
皇
后
伝
説
に
関
し
て
は
巻
一
（
仲
哀
天
皇
紀
）

及
び
巻
二
（
神
功
皇
盾
紀
上
）
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
σ
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神功皇后伝説と近世臼木の朝鮮観（塚木）

　
そ
し
て
や
は
り
『
八
幡
愚
童
訓
』
な
ど
に
記
さ
れ
る
「
俗
説
」
は
次
女
に
否
定
さ
れ
る
。
出
兵
の
前
提
と
な
っ
た
異
国
か
ら
の
来
襲
者
「
塵

輪
」
が
頭
が
八
つ
あ
り
、
形
は
鬼
の
ご
と
く
し
て
黒
雲
に
乗
じ
て
来
た
、
な
ど
と
す
る
の
を
「
此
事
日
本
紀
の
本
説
に
た
が
ひ
」
、
か
つ
「
妄

誕
不
経
、
論
ず
る
に
た
ら
ず
」
と
し
て
退
け
、
潮
の
早
言
を
操
る
竜
宮
の
珠
に
つ
い
て
も
、
こ
の
話
が
混
入
し
た
原
因
を
考
察
し
つ
つ
「
大
な
る

謬
也
」
「
甚
偽
説
な
り
」
と
し
、
新
羅
国
王
を
日
本
の
犬
と
石
に
刻
ん
だ
と
の
話
も
「
附
会
の
説
」
と
し
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
実
は
好
古
は
『
八
幡
愚
童
訓
』
の
説
を
す
べ
て
否
定
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
来
襲
者
「
塵
輪
」
に
つ
い
て
の
記
事
を
退
け
た
部

分
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
記
す
。
「
し
か
れ
ど
も
、
此
説
に
よ
り
て
魚
見
侍
る
に
、
仲
哀
帝
の
、
新
羅
人
の
矢
に
中
り
給
ふ
と
あ
る
は
、
も
し

は
実
説
な
ら
ん
か
し
」
。
『
旧
事
紀
』
も
『
日
本
書
紀
』
も
仲
哀
天
皇
は
熊
襲
の
矢
に
射
ら
れ
た
と
す
る
が
、
こ
れ
は
「
外
夷
」
の
新
羅
に
討
た

れ
た
と
す
る
の
は
「
い
ま
養
し
く
て
」
事
実
と
反
す
る
記
述
を
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
新
羅
人
が
熊
襲
と
同
盟
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
、

と
す
る
。
好
古
が
こ
の
よ
う
な
苦
し
い
解
釈
を
立
て
る
の
に
は
訳
が
あ
る
。
彼
は
、
夫
で
あ
る
需
品
天
皇
の
喪
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
神
功
皇
后

が
あ
え
て
あ
わ
た
だ
し
く
新
羅
を
討
っ
た
の
は
、
仲
哀
天
皇
の
「
仇
を
む
く
は
せ
給
は
ん
と
の
御
意
」
で
あ
り
「
義
兵
な
る
べ
し
」
と
考
え
た
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
「
喪
を
を
か
し
兵
を
挙
げ
て
、
人
の
国
を
征
し
給
は
ん
事
、
露
子
の
道
に
あ
ら
ず
」
で
あ
り
「
罪
な
き
人
の
国
を
う
ち
給
は

ゴ
、
是
ひ
と
へ
に
、
土
地
の
故
に
お
こ
せ
し
、
貧
兵
な
り
」
と
な
り
、
神
功
皇
后
が
こ
の
よ
う
な
無
道
を
犯
す
は
ず
が
な
い
。
こ
の
点
を
『
日

本
書
紀
』
な
ど
が
詳
し
く
記
さ
な
い
の
は
「
我
国
の
た
め
に
忌
め
る
な
ら
し
」
と
し
め
く
く
っ
て
い
る
。

　
俗
説
を
こ
と
ご
と
く
退
け
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
尊
重
す
る
好
古
も
、
神
功
皇
后
の
出
兵
の
動
機
を
め
ぐ
っ
て
は
例
外
的
に
『
八
幡
愚
童

訓
』
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
る
神
功
皇
后
の
軍
勢
は
、
明
ら
か
に
「
貧
兵
」
で
あ
っ
た
。
だ
が
好
古
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

か
ら
は
、
出
兵
は
土
地
財
宝
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
仇
討
ち
で
な
く
て
は
説
明
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
新
羅
側
が
降
伏
し
た
の
も
、
軍
勢
が
畢
満
の
珠
に
よ
っ
て
全
滅
し
た
た
め
で
は
な
く
、
『
日
本
書
紀
』
が
記
す
通
り
神
国
日
本
に
自
ら
ま
つ

ろ
っ
て
き
た
た
め
で
な
く
て
は
都
合
が
悪
い
。
好
古
は
、
皇
后
が
家
臣
の
注
進
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
陣
前
の
宣
言
を
理
由
に
新
羅
王
を
殺
さ

な
か
っ
た
こ
と
を
「
信
」
「
義
」
の
観
点
か
ら
高
く
評
価
し
、
統
治
論
一
般
に
議
論
を
及
ぼ
す
が
、
そ
の
な
か
で
「
凡
聖
王
賢
君
の
兵
を
発
し
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給
ふ
は
、
服
せ
ざ
る
国
を
し
た
が
へ
、
香
風
も
の
を
こ
ら
し
め
給
は
ん
た
め
に
、
や
む
事
を
得
ず
し
て
是
を
用
給
ふ
。
い
さ
」
か
も
人
を
こ
ろ

す
を
以
て
事
と
し
給
ふ
に
あ
ら
ず
」
と
し
、
さ
ら
に
「
仁
」
の
観
点
か
ら
入
を
み
だ
り
に
殺
す
こ
と
を
非
難
す
る
。
彼
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
戦

は
ず
し
て
服
せ
し
め
」
る
こ
と
が
肝
心
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
以
降
に
思
想
家
の
朝
鮮
認
識
の
な
か
に
し
ば
し
ば
「
伝
説
」
に
基
づ
く
蔑
視
観
、
優
越
観
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ

　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
て
い
る
。
だ
が
、
管
見
の
限
り
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
『
日
本
書
紀
』
に
拠
る
も
の
で
、
中
世
的
な
伝
説
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
～
七
世
紀
中
、
遅
く
と
も
そ
の
終
わ
り
ま
で
に
は
、
思
想
家
た
ち
の
間
で
は
神
功
皇
后
伝
説
は
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
復
帰
し
、
中
世
社

会
が
生
み
出
し
た
種
女
の
伝
説
は
脱
落
し
、
一
見
合
理
的
、
道
徳
的
に
再
講
成
が
図
ら
れ
た
。
だ
が
、
他
国
を
畜
生
題
す
る
見
方
が
排
さ
れ
た

の
は
決
し
て
蔑
視
観
が
解
消
さ
れ
た
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
朝
鮮
を
道
徳
的
に
劣
り
、
ゆ
え
に
ま
つ
ろ
っ
て
く
る
べ
き
存
在
と
す
る
観
念
が
、

中
世
社
会
に
お
け
る
よ
う
な
劣
等
感
の
裏
返
し
と
い
う
形
で
は
な
く
、
よ
り
実
感
を
伴
う
ス
ト
レ
ー
ト
な
も
の
と
し
て
、
知
識
人
の
間
に
根
付

い
て
い
っ
た
た
め
と
考
え
る
。
日
本
の
道
徳
的
優
位
の
観
念
は
、
恐
ら
く
は
秀
吉
に
よ
る
朝
鮮
侵
略
後
の
神
國
観
の
転
換
に
規
定
さ
れ
、
新
た

に
強
化
さ
れ
て
再
生
し
た
。

①
　
「
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
に
お
け
る
神
国
意
識
」
（
『
歴
史
評
論
』
四
三
八
、
一
九
八

　
六
年
）
、
『
豊
臣
政
権
の
対
外
認
識
と
朝
鮮
侵
略
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
、

　
『
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）
。

②
　
『
山
城
名
勝
志
』
坤
（
『
新
修
京
都
叢
書
』
一
四
巻
）
。

③
林
羅
山
「
梅
村
三
筆
」
（
『
日
本
随
筆
大
成
』
一
期
｝
巻
）
。
こ
の
記
事
の
存
在

　
は
脇
田
修
『
河
原
巻
物
の
世
界
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
」
九
九
一
年
）
に
紹
介

　
さ
れ
て
い
る
。

④
朝
尾
直
弘
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
幕
藩
体
制
」
（
『
日
本
の
近
世
』
1
、
中
央
公

　
論
社
、
一
九
九
一
年
）
、
高
木
昭
作
「
秀
吉
・
家
康
の
神
国
観
と
そ
の
系
譜
」
（
『
史

　
学
雑
誌
』
一
〇
一
一
一
〇
、
」
九
九
二
年
）
。

⑤
　
山
本
博
文
「
武
威
の
構
造
」
（
『
歴
史
評
論
駈
五
三
九
、
㎜
九
九
五
年
。
同
『
鎖

　
国
と
海
禁
の
二
代
』
校
倉
聲
房
、
一
九
九
五
年
、
に
所
収
）
。

⑥
『
大
日
本
史
』
は
明
暦
三
年
に
編
纂
が
開
始
さ
れ
、
完
成
す
る
の
は
近
代
に
入

　
っ
て
だ
が
、
　
こ
の
箇
所
は
元
禄
一
二
年
に
は
草
稿
が
整
っ
て
い
た
、
と
の
推
定

　
（
『
国
史
大
辞
典
』
8
「
だ
い
に
ほ
ん
し
」
の
項
。
鈴
木
暎
｝
筆
）
に
従
う
。

⑦
　
『
益
軒
全
集
』
巻
之
五
（
益
軒
平
編
、
｝
九
＝
年
）
所
収
。
元
禄
二
年
の
自

　
序
。
元
禄
一
〇
年
、
同
｝
四
年
、
安
永
七
年
、
享
和
二
年
の
刊
行
が
確
認
さ
れ
て

　
い
る
。

⑧
貝
原
好
古
は
、
筑
前
を
中
心
に
九
州
地
方
の
神
社
縁
起
を
二
〇
以
上
書
き
著
し

　
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
縁
起
を
通
じ
た
「
伝
説
」
の
民
間
へ
の
漫
透
も
大
き
か
っ
た

　
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
も
、
基
本
的
に
『
日
本
置
上
』
に
拠
り
つ
つ
、
多

　
く
は
「
雑
書
」
二
露
」
に
曰
く
、
と
い
う
形
で
塵
輪
の
先
攻
を
指
摘
し
、
皇
后
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の
攻
撃
が
復
讐
の
た
め
で
あ
り
、
領
土
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と

　
を
強
調
し
て
い
る
（
「
筑
前
圏
諸
社
縁
起
」
「
筑
前
国
賊
諸
社
縁
起
」
、
『
益
軒
全
集
』

　
四
、
五
。
『
神
道
大
系
』
神
社
編
四
十
四
　
筑
前
・
筑
後
・
豊
前
・
豊
後
国
　
同

　
編
纂
会
、
一
九
八
二
年
）
。

⑨
　
矢
沢
康
祐
「
『
江
戸
時
代
』
に
お
け
る
日
本
人
の
朝
鮮
観
に
つ
い
て
」
　
（
『
朝
鮮

　
史
研
究
会
論
文
集
銘
六
集
』
、
一
九
六
九
年
）
、
衣
笠
安
喜
「
近
世
藍
本
の
朝
鮮
観
」

　
（
井
上
秀
雄
・
上
田
正
昭
編
『
日
本
と
朝
鮮
の
二
千
年
』
1
、
太
平
出
版
社
、
一

　
九
六
九
年
。
同
『
近
世
日
本
の
儒
激
と
文
化
』
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
〇
年
、

　
に
所
収
）
、
北
島
万
次
『
豊
臣
政
権
の
対
外
認
識
と
朝
鮮
侵
略
』
ほ
か
。

⑩
一
方
、
貝
原
好
古
が
苦
渋
の
解
釈
を
施
し
た
よ
う
な
、
出
兵
を
正
当
化
す
る
べ

　
く
財
宝
獲
得
以
外
の
動
機
を
追
究
す
る
観
点
も
見
ら
れ
な
い
。
本
稿
で
は
紙
帳
の

　
関
係
か
ら
十
分
に
展
開
で
き
な
い
が
、
近
代
以
降
の
史
学
に
お
い
で
、
こ
の
点
が

　
改
め
て
開
題
と
な
る
。
熊
襲
と
新
羅
が
通
じ
て
い
た
と
の
想
定
や
、
日
本
側
の
使

者
が
疎
略
に
扱
わ
れ
た
と
の
史
庚
言
あ
げ
、
出
兵
を
合
理
化
し
賦
う
上
す
る
議
論

が
展
開
す
る
一
方
で
、
　
『
日
本
書
紀
』
の
内
容
を
む
し
ろ
積
極
的
に
意
味
付
け
、

皇
后
の
出
兵
は
復
讐
の
た
め
で
も
熊
襲
と
連
携
す
悉
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
も
な

く
、
た
だ
た
だ
国
権
の
拡
張
の
た
め
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
自
体
を
評
価
す
る

議
論
も
生
ま
れ
る
。
つ
い
に
は
「
伝
説
」
の
解
説
と
し
て
「
こ
れ
ま
で
内
地
に
於

け
る
異
族
征
伐
と
同
じ
く
神
武
不
殺
主
義
で
あ
っ
た
こ
と
で
、
反
抗
さ
へ
し
な
け

れ
ば
之
を
許
し
て
安
堵
せ
し
め
ら
れ
て
る
る
…
…
従
っ
て
外
国
の
領
土
を
侵
略
す

る
思
想
は
こ
の
新
羅
征
伐
に
も
現
れ
て
居
な
い
の
で
あ
っ
て
、
之
を
外
藩
と
し
朝

貢
せ
し
む
る
だ
け
で
満
足
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
す
る
文
章
ま
で
が
生
み
出
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
右
の
文
は
文
部
省
社
会
教
育
局
が
「
国
史
大
系
」
の
編
集
で

著
名
な
近
代
史
家
、
黒
板
勝
美
に
委
嘱
し
て
成
立
し
た
『
日
本
書
紀
精
粋
』
（
日
木

思
想
叢
魯
第
九
編
）
に
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
本
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
「
満

州
国
」
が
「
建
設
」
さ
れ
た
翌
年
、
一
九
三
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

三
　
「
伝
説
」
と
近
世
民
衆

神功皇后伝説と近世日本の朝鮮観（塚本）

　
さ
て
、
神
功
皇
后
伝
説
は
様
女
な
形
を
と
っ
て
近
世
民
衆
の
問
に
広
ま
っ
た
。
そ
し
て
「
伝
説
」
の
内
容
は
必
ず
し
も
『
日
本
書
紀
』

容
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
中
世
的
な
「
伝
説
」
の
残
存
が
濃
厚
で
あ
る
。
そ
の
様
相
を
以
下
に
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

1
　
紙
　
　
園
　
　
祭

の
内

　
情
報
の
限
ら
れ
た
社
会
に
お
い
て
、
異
国
の
題
材
を
扱
っ
た
祭
礼
が
民
衆
の
対
外
認
識
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
も

　
①

良
い
。
京
都
町
人
の
祭
礼
と
し
て
名
高
い
粗
砂
祭
に
は
、
種
々
の
古
事
に
因
ん
だ
肉
瘤
が
町
々
か
ら
出
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
問
題
の
神
功
皇
后

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

伝
説
を
題
材
に
し
た
も
の
が
三
つ
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
伝
説
」
の
中
身
を
、
以
下
で
検
討
を
加
え
る
。

　
一
つ
は
占
出
山
で
あ
り
、
こ
こ
に
乗
る
人
形
は
皇
后
が
出
陣
前
に
鮎
を
釣
り
事
の
成
否
を
占
っ
た
こ
と
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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図1

が
、
六
月
一
四
日
の
後
の
祭
り
に
後
者
が
出
た
（
現
在
で
は
凱
旋
船
鉾
は
中
絶
し
て
い
る
）
。
さ
て
砥
園
祭
の
山
鉾
に
つ
い
て
、

り
で
著
し
た
『
祇
園
会
細
記
』
（
別
称
、
山
鉾
由
来
記
）
と
い
う
書
物
が
、
宝
暦
七
（
一
七
五
七
）
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
の
部
分
を
図
1
に
掲
げ
た
。
船
の
上
に
は
笛
と
鉦
で
砥
愚
将
子
を
奏
じ
る
住
民
以
外
に
四
体
の
人
形
が
描
か
れ
る
。
館
の
中
に
座
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
が
神
功
皇
后
で
あ
り
、
そ
の
後
ろ
に
鹿
島
明
神
が
左
手
に
長
刀
を
持
っ
て
控
え
、
前
に
は
大
将
軍
の
住
吉
明
神
が
立
つ
。
そ
し
て
船
の
舳
先

こ
の
山
鉾
を
出
す
占
出
山
町
に
は
「
そ

れ
占
出
山
ハ
人
皇
十
五
代
神
功
皇
后
重

三
躰
也
」
（
ル
ビ
は
略
。
以
下
同
）
で
始
ま

る
「
縁
起
」
（
延
宝
二
年
）
が
残
さ
れ
て

　
③

い
る
。
前
半
は
「
神
勅
」
を
契
機
と
す

る
出
兵
な
ど
、
ほ
ぼ
『
日
本
書
紀
』
の

内
容
に
沿
う
も
の
で
あ
る
が
、
後
半
は

「
太
平
記
三
十
九
日
置
ど
し
て
、
旱
珠
・

満
珠
の
使
用
、
「
高
麗
乃
王
」
を
「
犬
」

と
岩
に
記
し
た
内
容
を
含
む
神
功
皇
后

伝
説
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
皇
后
の
出
兵
自
体
を
山
鉾
の
モ
チ
ー

フ
に
す
る
の
が
出
征
船
鉾
と
凱
旋
船
鉾

の
二
つ
で
、
江
戸
時
代
に
は
先
の
祭
り

と
称
さ
れ
る
六
月
七
日
の
祭
礼
に
前
者

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
所
縁
を
図
入

　
　
　
　
　
　
そ
の
出
征
船
鉾
に
つ
い
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神功皇后伝説と近世日木の朝鮮観（塚木）
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に
住
吉
明
神
と
正
対
し
て
い
る
の
が
、
海
神
の
安
曇
磯
良
で
あ
る
。

頭
の
冠
は
龍
を
象
っ
て
お
り
、
磯
良
が
海
の
神
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
手
に
持
つ
の
は
潮
の
網
嚢
を
自
由
に
す
る
竜
宮
の
珠

で
あ
り
、
本
来
は
旱
珠
・
満
珠
の
二
つ
の
筈
で
、
説
明
文
も
そ
う

書
い
て
い
る
が
、
こ
の
図
で
は
一
つ
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
と
も

あ
れ
、
こ
れ
は
安
曇
磯
良
が
竜
宮
か
ら
珠
を
手
に
入
れ
て
神
功
皇

后
に
献
上
し
、
い
よ
い
よ
「
出
征
」
に
乗
り
出
す
様
を
描
い
た
も

　
　
　
　
　
⑥

の
な
の
で
あ
る
。
説
明
文
に
も
「
委
愚
童
記
に
見
え
た
り
」
と
『
八

幡
愚
童
訓
』
に
基
づ
く
こ
と
を
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
様
子

は
い
ず
れ
も
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
中

世
的
な
伝
説
の
内
容
で
あ
る
。
祇
園
祭
が
始
ま
っ
た
の
は
九
世
紀

に
遡
る
と
さ
れ
、
応
仁
の
乱
以
前
に
既
に
「
し
ん
く
く
わ
う
く
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
舟
」
　
（
神
功
皇
后
の
舟
）
が
出
て
い
た
こ
と
が
『
祇
園
二
三
』
か

ら
確
認
で
き
る
が
、
船
鉾
が
こ
の
よ
う
な
形
で
成
立
し
た
の
は

『
八
幡
愚
童
訓
』
が
示
し
た
中
世
的
伝
説
が
浸
透
し
た
後
の
こ
と

と
な
ろ
う
。
な
お
現
在
の
船
鉾
に
乗
る
人
形
は
、
安
曇
磯
回
が
持

つ
珠
が
正
し
く
二
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
除
き
、
こ
の
構
成
に

等
し
い
。

　
問
題
は
『
砥
園
会
細
記
』
よ
り
も
八
○
年
前
の
延
宝
五
（
一
六
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⑧

七
七
）
年
頃
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
『
紙
園
御
本
地
』
と
い
う
、
や
は
り
山
鉾
に
つ
い
て
の
解
説
書
で
あ
る
。
山
鉾
ご
と
の
説
明
文
は
な
い
が
、

絵
は
示
さ
れ
る
。
図
2
に
示
し
た
船
鉾
は
、
全
体
の
構
図
だ
け
で
な
く
四
体
の
人
形
の
配
置
も
『
紙
園
会
無
記
』
に
ほ
ぼ
等
し
い
。
先
の
図
と

は
違
い
帆
柱
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
『
紙
園
会
細
工
』
に
「
こ
の
舟
に
む
か
し
ハ
帆
柱
あ
り
…
…
今
ハ
こ
れ
を
用
ひ
ず
」
と
あ
り
、
古
い
形
態

を
忠
実
に
描
写
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
さ
て
、
舳
先
に
描
か
れ
る
人
形
を
見
て
み
よ
う
。
『
祇
園
会
細
記
』
で
は
海
神
の
安
曇
磯
舟

に
あ
た
る
人
形
が
、
こ
こ
で
は
頭
に
龍
の
冠
で
は
な
く
二
本
の
角
を
持
ち
、
口
に
は
牙
を
生
や
し
、
腰
に
打
杖
を
さ
し
た
鬼
と
し
て
、
描
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
神
功
皇
后
に
与
す
る
軍
勢
と
は
考
え
に
く
く
、
征
服
の
対
象
と
な
っ
た
鬼
が
降
参
し
て
献
上
物
を
捧
げ
て
い
る
図
と
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
宝
永
年
間
に
出
版
さ
れ
た
『
花
洛
細
見
図
』
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
に
二
本
の
角
と
牙
を
生
や
し
た
鬼
が
描
か
れ
る
。
た
だ
し
絵
の
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
陣
）

説
文
は
「
神
功
皇
后
三
か
ん
を
退
治
の
た
め
出
陳
の
て
い
、
二
品
わ
だ
っ
ミ
の
神
、
か
ん
し
ゅ
ま
ん
し
ゅ
を
た
て
ま
つ
る
て
い
也
」
と
し
て
お

り
、
描
か
れ
た
者
を
鬼
と
認
め
つ
つ
、
な
お
「
わ
だ
っ
ミ
の
神
」
1
1
海
神
で
、
音
質
の
珠
を
捧
げ
る
皇
后
の
味
方
と
し
、
『
八
幡
愚
童
訓
』
の
内

容
に
即
し
て
説
明
を
試
み
て
い
る
。

　
船
鉾
の
舳
先
に
乗
っ
て
い
た
の
は
馬
脚
か
そ
れ
と
も
鬼
な
の
か
。
　
一
六
世
紀
以
降
に
都
市
図
と
し
て
描
か
れ
た
彩
色
の
洛
中
洛
外
図
や
祇
園

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

祭
礼
図
を
見
て
み
よ
う
。
慶
長
中
期
と
推
定
さ
れ
る
山
岡
家
本
「
洛
中
洛
外
図
」
と
寛
永
期
の
作
品
で
あ
る
「
愚
意
祭
礼
図
屏
風
」
（
京
都
国
立

博
物
館
蔵
）
に
は
、
共
に
明
白
に
頭
に
角
を
持
つ
鬼
が
描
か
れ
、
手
に
は
三
つ
の
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
が
鏡
餅
の
如
く
白
重
ね
の
形
を
と
っ
て
い

る
も
の
を
捧
げ
持
っ
て
い
る
。
寛
文
頃
に
作
成
さ
れ
た
細
見
家
本
「
行
幸
祭
礼
図
」
は
兜
を
か
ぶ
っ
て
い
る
た
め
頭
の
形
状
は
不
明
だ
が
、
献

上
物
は
や
は
り
三
つ
の
球
形
物
で
あ
る
（
慶
長
期
成
立
の
豊
本
家
本
「
祇
園
祭
礼
図
」
、
元
和
三
年
以
前
成
立
の
岡
山
美
術
館
蔵
「
洛
中
洛
外
図
」
も
、
恐
ら

く
は
珠
三
つ
で
あ
る
）
。
安
曇
磯
良
の
思
置
の
珠
で
あ
れ
ば
二
つ
よ
り
多
い
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
こ
れ
は
神
功
皇
后
勢
の
武
器
と
し
て
の
珠
で
は

な
く
、
戦
い
に
敗
れ
た
側
が
献
上
物
一
恐
ら
く
は
餅
か
何
か
一
を
捧
げ
て
い
る
様
子
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
江
戸
初
期
の
作

成
と
推
定
さ
れ
て
い
る
大
阪
市
立
博
物
館
所
蔵
「
祇
園
祭
礼
図
」
、
個
人
蔵
「
祇
園
祭
礼
図
」
（
『
近
世
風
俗
図
譜
』
8
所
収
）
、
・
永
青
文
庫
蔵
「
祇
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園
祭
礼
図
」
は
い
ず
れ
も
珠
は
一
つ
、
　
一
七
世
紀
後
半
作
の
京
都
・
個
人
蔵
「
祇
園
祭
礼
図
屏
風
」
（
『
近
世
風
俗
画
4
』
所
収
）
は
献
上
品
は
不

明
だ
が
、
す
べ
て
明
ら
か
に
角
を
持
っ
た
鬼
が
登
場
す
る
。
八
幡
山
保
存
会
蔵
「
紙
園
祭
礼
図
」
（
明
暦
頃
）
に
は
出
征
船
鉾
は
描
か
れ
な
い
が
、

凱
旋
船
鉾
に
は
角
を
生
や
し
た
鬼
が
住
吉
明
神
に
向
か
い
両
手
を
合
わ
せ
降
伏
の
意
思
表
示
を
し
て
い
る
。
以
上
の
絵
画
資
料
で
鬼
は
、
し
ぼ

し
ぼ
上
半
身
裸
で
腰
蓑
・
揮
姿
で
描
か
れ
、
正
装
し
た
神
功
皇
后
軍
勢
と
対
照
を
な
す
。

　
慶
長
期
以
降
一
八
世
紀
初
頭
ま
で
の
船
鉾
を
描
い
た
絵
画
に
お
い
て
、
舳
先
に
乗
っ
た
者
が
鬼
で
は
な
く
安
曇
軸
組
で
あ
る
こ
と
が
明
白
な

の
は
、
管
見
の
限
り
修
学
院
離
宮
の
杉
戸
絵
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
絵
の
作
者
は
伝
承
に
よ
れ
ば
幕
府
の
御
用
絵
師
と
し
て
活
躍
し
た
住
吉
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

慶
（
一
六
三
｝
～
一
七
〇
五
）
で
あ
る
が
、
実
像
で
は
な
く
あ
る
べ
き
姿
を
描
い
た
と
い
う
可
能
性
が
高
い
。

　
し
か
し
、
一
六
世
紀
半
ば
頃
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
は
問
題
の
人
物
に
角
や
牙
が
生
え
て
い
た
り
、
鬼
の
得
物
で
あ
る
打
杖
を
さ
し
て

い
た
り
、
献
上
物
が
三
つ
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
一
六
世
紀
初
頭
に
描
か
れ
た
も
の
を
江
戸
時
代
に
入
っ
て
忠
実
に
模
写
し
た
と
さ

れ
る
「
模
本
月
次
祭
礼
図
」
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
で
は
、
兜
を
か
ぶ
っ
た
頭
の
上
に
海
神
の
印
の
龍
が
描
か
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
濾
過
で
あ

る
。
上
杉
本
「
洛
中
洛
外
図
」
（
…
六
世
紀
半
ば
過
）
と
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
「
祇
園
祭
礼
図
」
（
天
文
年
間
頃
）
で
は
龍
は
伴
わ
な
い
が
、
赤
髪

の
頭
に
は
角
は
見
え
な
い
。
ま
た
い
ず
れ
も
手
に
捧
げ
持
つ
の
は
二
つ
の
珠
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
六
世
紀
半
ば
過
ぎ
か
ら
慶
長
期
の
間
に
、
磯

良
か
ら
鬼
へ
の
転
換
が
起
こ
っ
た
。

　
先
に
見
た
よ
う
に
『
祇
園
会
細
述
』
に
描
か
れ
る
船
鉾
に
は
、
鬼
が
消
え
て
再
び
磯
良
が
登
場
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
後
の
絵
画
資
料

に
鬼
が
描
か
れ
る
も
の
鏡
在
の
と
こ
ろ
確
認
し
て
い
な
や
恐
㌘
は
・
天
世
紀
に
入
・
て
か
ら
晟
園
会
細
行
』
が
成
芒
た
蕎
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

年
ま
で
の
問
に
船
鉾
の
改
造
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
前
後
、
あ
る
い
は
同
時
に
舳
先
の
人
形
も
造
り
替
え
ら
れ
、
鬼
か
ら
本
来
の
一
と
言
っ
て

も
中
世
的
伝
説
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
－
安
曇
磯
良
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
思
想
家
た
ち
の
、
朝
鮮
を
犬
と
し
て
扱
う
の
を
否
定
す
る
観
念
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

民
衆
へ
も
影
響
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
だ
が
、
正
し
く
安
曇
磯
良
と
し
て
改
造
さ
れ
た
人
形
も
、
磯
良
が
通
常
海
中
で
生
活
す
る
ゆ
え
牡
蠣
が
顔
に
こ
び
り
つ
い
た
異
形
の
姿
を
と
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つ
た
た
め
、
見
物
す
る
民
衆
が
神
功
皇
后
の
軍
勢
の
神
と
正
確
に
認
識
す
る
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
祇
園
祭
の
警
備
は
中

世
以
来
の
由
緒
に
よ
り
雑
色
と
い
う
役
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
役
人
の
職
務
備
忘
録
で
あ
る
『
雑
色
要
録
』
と
い
う
史
料
が
あ

⑯る
。
史
料
自
体
は
寛
政
元
（
㎝
七
八
九
）
年
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
山
鉾
の
各
々
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
。
山
鉾
の
錺
付

け
の
変
更
は
町
女
か
ら
雑
色
に
届
け
出
る
こ
と
が
原
則
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
守
ら
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
に
長
刀
鉾

町
以
下
山
鉾
を
出
す
四
町
の
年
寄
に
対
し
て
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
、
そ
の
上
で
雑
色
か
ら
町
奉
行
に
提
出
さ
れ
た
記
録
の
一
部
で
あ
り
、
山
鉾

の
当
時
の
様
子
を
知
る
格
好
の
史
料
と
言
え
よ
う
。
さ
て
、
船
鉾
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
　
　
一
、
船
鉾
　
　
　
　
新
町
綾
小
路
下
ル
町

　
　
　
右
、
昔
人
皇
十
四
代
仲
哀
天
皇
の
后
妃
神
功
皇
盾
、
三
韓
を
責
給
ひ
し
時
、
出
陣
の
躰
也
。
弓
百
人
、
長
刀
持
た
る
人
は
、
皆
軍
勢
也
。
鬼
は
三
韓
人

　
　
也
。
（
後
略
）

　
人
形
が
改
造
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
時
期
か
ら
既
に
少
な
く
と
も
三
〇
年
ほ
ど
が
経
過
し
て
お
り
、
実
態
と
し
て
い
ま
だ
角
と
牙
を
持
っ
た
鬼

が
船
鉾
を
飾
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
だ
が
血
中
祭
の
警
備
を
行
う
雑
色
の
認
識
に
、
い
ま
だ
に
「
鬼
」
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
鬼
が
神
功
皇
盾
の
出
兵
の
対
象
で
あ
る
「
三
韓
人
」
を
指
す
こ
と
も
、
こ
こ
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
に
刊
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

さ
れ
た
都
名
所
案
内
記
の
『
京
俊
』
で
も
、
凱
旋
船
鉾
の
説
明
と
し
て
、
鬼
と
は
さ
れ
な
い
も
の
の
「
是
は
神
功
皇
后
三
韓
を
責
給
ひ
し
時
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

国
の
蒙
古
降
参
す
る
膿
也
」
と
し
、
ま
た
明
和
年
間
以
降
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
『
祇
園
会
山
鉾
記
　
全
』
に
も
「
神
功
皇
后
三
韓
退
治
ノ
体
、

朝
鮮
国
ニ
テ
韓
人
降
参
ノ
体
也
」
と
の
文
が
見
え
、
共
に
問
題
の
人
形
を
皇
后
の
軍
勢
で
あ
る
安
曇
選
良
で
は
な
く
降
参
し
た
敵
方
を
象
っ
た

も
の
と
し
て
い
る
。

　
一
八
世
紀
半
ば
以
降
に
は
少
な
く
と
も
鉾
を
出
す
町
の
意
図
と
は
別
で
あ
っ
た
が
、
近
世
を
通
じ
て
京
都
に
お
い
て
、
神
功
戦
報
の
出
兵
を

鬼
退
治
と
結
び
付
け
、
降
参
し
た
鬼
1
1
朝
鮮
人
が
献
上
物
を
捧
げ
る
と
い
う
筋
の
話
が
、
最
大
の
年
中
行
事
た
る
祇
園
祭
に
お
い
て
年
ご
と
に

再
生
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
山
鉾
が
伝
え
た
神
功
皇
后
伝
説
は
『
日
本
書
紀
』
が
記
し
た
も
の
で
は
な
く
、
い
や
、
中
世
的
な
伝
説
で
す
ら
な
く
、
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蒙
古
襲
来
後
の
異
境
観
念
と
結
び
付
い
た
、
極
め
て
自
民
族
中
心
主
義
的
な
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
「
伝
説
」
と
比
べ
て
も

鬼
退
治
伝
説
と
同
一
化
す
る
こ
と
で
、
神
功
皇
后
の
侵
略
を
民
衆
の
物
語
世
界
か
ら
も
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
一
六
世
紀
段
階
で
は
磯
良
で
あ
っ
た
も
の
が
、
慶
長
年
間
に
な
っ
て
鬼
に
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
重
さ
を
受
け
止
め
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
。
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
思
想
家
レ
ベ
ル
で
は
朝

鮮
侵
略
後
の
神
国
観
の
転
換
に
よ
っ
て
朝
鮮
を
畜
生
嘉
す
る
観
念
か
ら
脱
し
た
。
だ
が
民
衆
の
側
は
、
秀
吉
の
侵
略
と
神
功
皇
后
伝
説
と
鬼
退

治
伝
説
と
を
融
合
さ
せ
、
朝
鮮
人
を
「
征
伐
」
の
対
象
と
し
て
の
鬼
と
表
現
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
転
換
は
支
配
者
、
思
想
家
の
影

響
に
よ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

　
祇
園
祭
に
お
い
て
出
さ
れ
た
山
鉾
の
う
ち
、
神
功
皇
后
を
モ
チ
ー
フ
に
す
る
の
は
二
つ
の
船
鉾
と
占
出
山
の
三
つ
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
、
こ

れ
ら
の
山
鉾
は
民
衆
に
と
っ
て
他
と
は
異
な
る
特
別
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
神
功
皇
后
が
身
重
で
あ
り
な
が
ら
出
兵
し
、
帰
国
後
無

事
に
出
産
し
た
と
の
伝
説
か
ら
、
神
功
皇
后
に
安
産
の
守
神
と
し
て
の
役
割
が
付
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
右
の
山
鉾
に
お
い
て
、
五
聖
祭
の
あ
い

だ
皇
盾
の
守
札
が
安
産
の
守
札
と
し
て
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
祭
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
の
山
鉾
巡
行
の
順
番
は
少
数
の
山
鉾
を
除
き
毎
年
籔
に
よ
っ
て

決
ま
る
が
、
占
出
山
の
順
番
が
早
い
と
そ
の
年
の
お
産
は
軽
い
と
の
伝
承
も
残
さ
れ
て
い
る
。
船
鉾
に
お
い
て
は
巡
行
に
際
し
て
神
功
皇
盾
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

人
形
に
腹
帯
を
重
ね
て
巻
き
、
希
望
者
に
安
産
祈
願
の
腹
帯
と
し
て
授
与
す
る
習
わ
し
が
あ
っ
た
。
右
に
見
て
き
た
賓
辞
祭
世
界
の
な
か
で
の

対
外
観
は
、
安
産
祈
願
と
い
う
妊
婦
や
そ
の
家
族
に
と
っ
て
切
実
な
思
い
の
集
ま
る
山
鉾
に
お
い
て
示
さ
れ
た
だ
け
に
、
そ
の
影
響
は
深
刻
な

も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
神
功
皇
后
伝
説
を
題
材
に
と
っ
た
祭
礼
行
事
は
京
都
以
外
に
も
珍
し
く
は
な
い
。
神
功
皇
后
を
主
神
と
し
て
祀
る
伏
見
の
御
香
宮
で
は
、
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

来
地
域
の
氏
神
社
で
あ
っ
た
た
め
伏
見
惣
祭
と
称
さ
れ
る
祭
礼
が
営
ま
れ
た
が
、
こ
れ
に
「
異
国
退
治
ま
ね
ひ
」
が
出
て
い
た
。
常
陸
の
鹿
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

社
の
祭
礼
は
「
異
国
降
伏
」
「
三
韓
征
伐
」
の
大
祭
と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
、
村
井
章
介
が
既
に
紹
介
し
て
い
る
。
鹿
島
明
神
が
神
功
皇
盾
に
付

き
従
い
「
出
征
」
し
た
と
の
伝
承
に
因
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
神
功
皇
盾
の
腹
中
に
あ
っ
た
応
神
天
皇
を
祀
る
八
幡
社
は
も
と
よ
り
、
「
出
征
」
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に
ま
つ
わ
る
神
を
祀
る
神
社
は
数
多
い
。

思
わ
れ
る
。

近
世
の
民
衆
祭
礼
で
神
功
皇
后
伝
説
と
関
わ
る
も
の
は
、
少
な
か
ら
ぬ
数
に
上
る
可
能
性
が
あ
る
と
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2
　
桂
女
と
守
札

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
神
功
皇
后
の
守
札
は
祇
園
祭
に
際
し
て
の
み
売
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
も
う
ひ
と
つ
、
椎
女
に
よ
っ
て
売
り
広
め
ら
れ
た
。
桂

女
と
は
鵜
飼
、
鮎
売
を
事
と
し
、
室
町
時
代
以
降
に
は
巫
女
的
な
性
格
を
持
つ
遊
女
で
あ
っ
た
。
近
世
に
お
い
て
は
神
功
皇
盾
を
祭
神
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

伏
見
御
香
宮
に
付
属
し
、
主
に
京
郊
の
上
桂
村
、
下
桂
村
、
上
鳥
羽
村
に
居
住
し
た
。
い
く
さ
に
「
か
つ
ら
姫
」
と
の
語
呂
か
ら
「
桂
」
に
「
勝

浦
偏
の
字
が
宛
て
ら
れ
、
出
陣
の
ほ
か
婚
礼
、
出
産
、
家
督
、
年
始
な
ど
の
際
に
縁
起
の
良
い
女
性
と
し
て
招
か
れ
た
と
も
い
う
。
秀
吉
が
朝

鮮
侵
略
へ
の
出
立
時
に
桂
女
を
召
し
、
徳
川
家
康
も
関
ケ
原
合
戦
に
際
し
て
「
御
陣
女
郎
」
亀
の
供
と
し
て
、
や
は
り
桂
女
を
召
し
た
と
の
伝

承
が
あ
る
。

　
桂
女
と
神
功
皇
后
と
の
関
係
は
、
由
緒
書
に
よ
れ
ば
桂
女
の
祖
先
で
あ
る
「
伊
波
多
姫
」
が
神
功
皇
后
の
侍
女
と
し
て
、
懐
妊
し
た
皇
后
に

白
布
を
献
上
し
、
腹
帯
あ
る
い
は
兜
代
り
に
幅
子
と
し
て
使
わ
れ
た
と
さ
れ
、
ま
た
桂
女
が
鮎
を
ひ
さ
ぐ
こ
と
と
皇
后
が
「
出
征
」
前
に
鮎
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

釣
っ
て
占
っ
た
と
の
伝
承
と
が
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
由
緒
書
に
は
竜
宮
の
珠
や
朝
鮮
半
島
側
か
ら
の
先
攻
な
ど
の
内
容
を
含

む
も
の
は
あ
る
も
の
の
、
岩
に
犬
と
彫
り
付
け
た
と
の
話
は
登
場
し
な
い
。

　
桂
女
と
中
央
権
力
と
の
結
び
付
き
ば
秀
吉
、
家
康
以
後
も
継
続
し
た
。
桂
女
の
主
．
張
に
よ
れ
ば
所
司
代
へ
の
年
始
八
朔
の
拝
礼
の
ほ
か
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

部
の
桂
女
は
歴
代
の
将
軍
へ
の
拝
謁
、
時
服
・
銀
子
な
ど
の
拝
領
を
慣
例
と
し
て
い
る
。

　
さ
て
京
都
と
大
坂
に
お
い
て
こ
の
桂
女
（
桂
姫
）
が
神
功
皇
后
の
守
札
を
売
り
広
め
る
こ
と
を
公
認
し
、
購
入
を
勧
め
る
町
触
が
、
近
世
中
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

以
降
に
見
ら
れ
る
。
京
都
で
の
一
例
を
あ
げ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
桂
姫
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舟
艇
姫
儀
安
産
萢
瘡
守
、
洛
中
洛
外
信
仰
之
も
の
へ
相
対
を
以
弘
メ
輝
度
険
相
国
璽
一
一
付
、
願
緒
通
被
仰
付
録
、
疑
中
筋
二
而
ハ
無
之
、
尤
駐
機
之
も
の

　
　
　
血
有
畑
罫
需
川
講
胤
恢
筋
二
詔
川
ハ
無
之
候
閣
剛
、
此
締
顯
寄
≧
無
｛
魚
心
度
出
凹
≧
押
仙
可
幽
甲
聞
凧
旧
一
霞
ザ

　
　
　
　
（
宝
贋
二
年
）

　
　
　
　
申
十
二
月

　
　
　
右
之
通
被
仰
渡
候
聞
、
信
仰
之
面
≧
ハ
請
可
被
申
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
代
某

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
れ
以
後
も
幕
宋
に
至
る
ま
で
確
認
で
き
る
限
り
計
一
五
度
に
わ
た
っ
て
同
種
の
触
が
出
さ
れ
て
い
る
。
右
の
触
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、

後
の
触
の
文
言
か
ら
神
功
皇
后
の
守
札
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
な
お
一
八
世
紀
半
ば
頃
か
ら
神
社
の
守
札
売
り
広
め
に
つ
い
て
の
触
が

新
た
に
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
桂
女
が
広
め
る
神
功
皇
后
の
守
札
が
こ
の
時
に
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
町
奉
行
所
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

公
認
す
る
よ
う
に
変
わ
っ
た
も
の
、
と
考
え
る
。

　
大
坂
三
郷
に
対
し
て
は
、
宝
暦
三
（
｝
七
五
三
）
年
五
月
五
日
を
初
鳩
と
し
て
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
に
至
る
ま
で
計
二
二
回
に
わ
た
り
、
桂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

女
に
よ
る
神
功
皇
后
の
守
札
（
御
影
を
加
え
る
場
合
も
あ
る
）
の
売
り
広
め
が
大
坂
町
奉
行
所
よ
り
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
触
の
文
中
に
見
え
る
守
札

の
効
能
は
京
都
の
場
合
と
同
様
に
安
産
と
萢
瘡
除
け
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
文
政
一
一
（
一
八
二
八
）
年
頃
に
桂
女
が
摂
河
泉
播
四
か
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
勧
化
を
認
可
さ
れ
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
史
料
も
残
っ
て
お
り
、
都
市
だ
け
で
な
く
畿
内
の
村
方
へ
も
こ
の
守
札
が
広
め
ら
れ
た
可
能
性
が

あ
る
。

　
さ
て
神
功
皇
后
の
守
札
が
安
産
に
効
能
が
あ
る
と
す
る
理
由
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
筆
勢
除
け
が
あ
が
っ
て
い
る
の

は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
庖
瘡
が
新
羅
か
ら
伝
来
し
た
と
の
伝
承
が
中
世
以
来
存
在
し
、
神
功
皇
后
の
新
羅
「
退
治
」
伝
説
と
萢
瘡
「
退

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
禄
＝
ハ
（
一
七
〇
三
）
年
に
医
学
者
の
香
月
啓
益
が
著
し
た
『
小
児
必
用
養
育
草
』
は
、
「
中
花

治
」
と
が
結
び
付
け
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。

我
国
共
に
痘
瘡
初
め
て
流
行
す
る
の
説
」
の
項
目
の
な
か
で
、
『
続
古
事
談
』
が
伝
え
る
話
と
し
て
聖
武
天
皇
の
時
代
に
筑
紫
国
の
人
が
乗
っ

た
船
が
新
羅
に
流
さ
れ
、
黒
瘡
を
罹
患
し
て
帰
国
し
た
た
め
諸
国
に
広
ま
っ
た
と
の
説
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
「
痘
瘡
の
病
に
神
明
あ
る
の
説
」
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の
項
で
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
　
○
今
時
の
神
道
者
は
痘
瘡
の
神
は
、
住
吉
大
明
神
を
祭
る
べ
し
と
い
へ
り
、
住
吉
の
神
は
、
三
韓
i
三
韓
と
は
、
新
羅
、
百
済
、
高
麗
を
い
ふ
な
り

　
　
　
　
　
降
伏
の
神
な
り
、
痘
は
新
羅
の
国
よ
り
来
れ
る
病
な
れ
ば
、
此
神
を
祭
り
て
、
病
魔
の
邪
気
に
勝
べ
き
事
な
り
と
そ
、
好
事
の
者
の
説
な
る
に
ゃ

　
住
吉
明
神
は
神
功
皇
后
の
正
将
軍
と
し
て
従
軍
し
た
と
さ
れ
る
神
で
あ
る
。
香
月
啓
益
は
「
好
事
の
者
の
説
」
と
し
て
退
け
て
は
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簗

神
功
皇
后
と
庖
瘡
撃
退
と
の
関
連
は
一
般
に
流
布
し
て
い
た
。

　
桂
女
が
市
中
を
巡
り
売
り
広
め
る
神
功
皇
后
の
守
札
は
、
安
産
に
加
え
て
当
時
の
社
会
で
最
も
恐
れ
ら
れ
た
1
1
と
り
わ
け
幼
児
の
罹
病
が

忌
ま
れ
た
1
疸
瘡
を
避
け
る
効
力
を
調
う
こ
と
で
、
よ
り
普
遍
的
な
．
需
要
に
応
え
民
衆
の
間
に
浸
透
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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3
　
河
　
原
　
巻
物

　
河
原
巻
物
と
は
被
差
別
部
落
の
民
衆
が
作
っ
た
由
緒
書
の
総
称
で
あ
り
、
彼
ら
の
由
来
を
述
べ
、
そ
れ
に
基
づ
く
特
権
を
主
張
し
た
も
の
で

あ
る
。
種
女
の
宗
教
的
神
々
が
登
場
し
、
ま
た
古
代
・
中
世
の
年
紀
を
持
つ
。
近
世
に
入
っ
て
作
成
さ
れ
た
偽
文
書
の
一
種
で
あ
る
が
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

な
か
に
神
功
勲
盾
伝
説
が
登
場
し
て
い
る
。
、
以
下
脇
田
修
の
労
作
に
拠
り
つ
つ
、
「
伝
説
」
の
モ
チ
ー
フ
が
ど
の
よ
う
に
被
差
別
民
の
由
緒
と

結
び
付
く
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。

　
一
般
に
流
布
し
た
河
原
巻
物
と
し
て
七
種
類
の
系
統
が
現
在
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
三
種
の
も
の
が
神
功
皇
居
伝
説
と
結
び
付
い
て

い
る
。
な
か
で
も
「
八
幡
重
来
授
与
記
」
は
八
幡
信
仰
に
基
づ
い
て
お
り
、
最
も
「
伝
説
」
と
の
関
わ
り
が
深
い
。
脇
田
は
石
清
水
八
幡
宮
に

関
係
を
持
つ
部
落
民
が
作
成
し
た
も
の
で
、
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
八
幡
宮
の
放
生
会
の
復
活
、
新
井
白
石
の
朝
鮮
通
信
使
の
待
遇
簡
素
化
が

神
功
皇
后
伝
説
を
想
起
さ
せ
た
関
連
性
か
ら
、
一
七
世
紀
末
・
一
八
世
紀
初
頭
頃
と
推
定
し
て
い
る
。
内
容
は
、
神
功
皇
后
が
帰
国
後
九
州
で

出
産
に
臨
ん
だ
際
に
、
部
落
民
の
祖
先
が
牛
の
皮
を
四
面
に
張
り
風
を
防
ぎ
、
森
の
木
を
伐
っ
て
産
湯
を
沸
か
し
て
奉
仕
し
た
功
に
よ
り
応
神

天
皇
が
種
々
の
特
権
を
付
与
し
た
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
被
差
別
民
特
有
の
要
素
は
、
お
産
の
繊
れ
と
彼
ら
が
主
に
加
工
に
携
わ
っ
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た
皮
革
で
あ
る
。
な
お
「
八
幡
重
来
授
与
記
」
の
異
本
で
は
皇
后
に
臨
月
の
身
を
支
え
る
皮
を
献
上
し
た
と
し
、
そ
の
上
で
発
牛
馬
処
理
権
な

ど
の
彼
ら
の
特
権
が
列
挙
さ
れ
、
ま
た
聖
歌
天
皇
の
勅
に
よ
っ
て
八
幡
の
名
産
の
皮
革
が
製
作
さ
れ
た
ゆ
え
に
皮
革
業
が
「
惟
れ
無
き
」
職
業

で
あ
る
と
の
主
張
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
時
期
的
に
こ
れ
よ
り
後
に
伊
勢
で
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
「
河
原
細
工
由
緒
記
」
は
、
神
功
皇
盾
の
出
産
を
助
け
た
と
の
部
分
は
先
の
「
八

幡
重
来
授
与
記
」
を
引
用
し
て
お
り
、
　
「
伝
説
」
と
の
関
連
は
細
部
を
除
い
て
変
わ
り
が
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
は
出
産
に
奉
仕
し
た
人
物
を
筑

紫
に
流
さ
れ
た
云
誤
天
皇
の
一
族
の
者
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
貴
種
流
離
誰
に
な
っ
て
お
り
、
皮
革
業
の
創
始
を
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
で
詐
れ
を

否
定
す
る
主
張
が
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
三
つ
め
に
一
八
世
紀
に
中
国
地
方
で
作
成
と
推
定
さ
れ
る
「
長
吏
系
傳
巻
」
が
あ
る
。
長
瀞
の
由
来
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
の
天
地
開
闇
の

記
事
な
ど
を
掲
げ
る
が
、
こ
こ
で
は
神
功
皇
后
伝
説
は
見
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
由
緒
を
述
べ
た
上
で
様
々
な
既
得
権
を
列
挙
し
た
部
分
に
「
伝

説
扁
が
登
場
す
る
。
神
功
皇
后
が
出
産
に
臨
ん
だ
時
に
鳥
居
に
幕
を
か
け
た
が
、
産
薇
に
よ
り
立
て
替
え
ら
れ
た
鳥
居
が
「
長
吏
」
に
下
さ
れ

た
こ
と
に
因
み
、
鳥
居
の
足
堅
め
に
際
し
て
一
定
の
額
を
取
得
す
る
権
利
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
河
原
巻
物
で
は
、
自
分
た
ち
の
先
祖
を
イ
ン
ド
の
王
子
と
暗
示
し
た
り
中
国
か
ら
の
渡
来
と
す
る
な
ど
、
外
国
と
の
関
連
で
由
緒
が
語

ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
脇
田
は
「
八
幡
重
来
授
与
記
」
が
作
成
さ
れ
た
時
期
に
成
立
し
て
く
る
被
差
別
民
の
異
人
種
起
源
説
と
の
関
連
を
指
摘

し
、
ま
た
近
世
後
期
の
河
原
巻
物
の
「
皮
多
由
来
書
」
は
異
入
種
起
源
説
へ
の
明
確
な
反
駁
を
含
む
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
と
ま
れ
、
被
差
別

部
落
で
は
他
に
比
べ
外
国
と
の
関
係
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。

　
被
差
別
部
落
の
民
衆
が
神
功
皇
后
伝
説
と
結
び
付
け
て
自
分
た
ち
の
由
緒
や
権
益
を
語
っ
た
の
に
は
、
何
よ
り
神
功
皇
后
の
産
穂
と
の
関
連

が
あ
ろ
う
が
、
皇
后
が
外
国
へ
出
か
け
て
い
っ
た
こ
と
の
意
味
も
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
由
緒
書
に
は
「
犬
」
モ
チ
ー
フ
な

ど
は
現
れ
ず
、
朝
鮮
蔑
視
観
は
生
の
形
で
は
見
ら
れ
な
い
。
だ
が
近
世
の
民
衆
が
外
国
と
の
関
係
を
意
識
す
る
時
、
そ
の
媒
介
要
素
と
し
て
つ
伝

説
」
が
少
な
か
ら
ぬ
比
重
を
占
め
た
と
い
う
事
実
の
み
を
、
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

25　（8t13）



4
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
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「
伝
説
」
は
民
衆
が
娯
楽
と
し
て
楽
し
む
舞
台
演
芸
の
題
材
と
も
な
っ
た
。
外
題
か
ら
そ
れ
と
分
か
る
だ
け
で
も
、
元
禄
八
（
一
六
九
五
）
年

正
月
二
日
か
ら
大
坂
嵐
三
右
衛
門
座
で
初
狂
言
と
し
て
「
神
功
皇
后
　
由
り
、
三
韓
退
治
」
が
、
同
一
〇
年
三
月
に
は
江
戸
中
村
座
で
コ
張

弓
勢
三
韓
退
治
」
が
、
正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
正
月
一
〇
日
か
ら
は
大
坂
の
八
重
桐
座
で
顔
見
世
興
行
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
神
功
皇
后
三
韓
退

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

治
藍
分
船
」
が
上
演
さ
れ
て
い
る
。
年
紀
は
不
明
だ
が
「
神
功
皇
后
諌
太
鼓
」
も
上
演
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
「
退
治
」

「
諌
」
な
ど
の
語
か
ら
そ
の
性
格
を
あ
る
程
度
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
神
功
皇
后
の
出
兵
自
体
を
題
材
に
す
る
も
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
と
も
、
神
功
皇
后
伝
説
、
「
む
く
り
こ
く
り
」
の
話
が
登
場
す
る
演
劇
は
少
な
く
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
脚
本
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
享
保
四
（
一
七
一
九
）
年
初
演
の
浄
瑠
璃
本
、
「
神
功
皇
后
三
韓
責
」
が
あ
る
。
皇
后
自
身
よ
り
も

む
し
ろ
忠
臣
の
武
内
宿
禰
の
活
躍
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
皇
后
が
留
守
中
の
日
本
に
お
け
る
忍
熊
の
王
子
（
仲
哀
天
皇
の
第
一
の
宮
）
の
暴
虐
非
道

な
行
状
な
ど
を
織
り
成
し
な
が
ら
話
は
展
開
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
問
題
の
皇
后
出
兵
の
様
子
に
つ
い
て
の
み
見
よ
う
。
ま
ず
仲
哀
天
皇
の

死
因
は
熊
襲
の
矢
に
帰
せ
ら
れ
、
ゆ
え
に
出
兵
の
動
機
は
復
讐
で
は
な
く
「
財
の
国
を
貴
従
へ
、
民
を
や
す
ん
じ
安
国
の
、
や
す
ら
げ
き
世
を

知
れ
と
あ
る
」
神
の
教
え
を
守
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
旱
満
の
二
つ
の
珠
が
登
場
す
る
も
の
の
、
そ
れ
は
神
功
皇
后
が
手
に
入
れ
る
の
な
ら
ば
「
刃

に
血
を
ぬ
ら
さ
ず
し
て
、
三
韓
は
随
は
ん
」
た
め
で
あ
り
、
珠
の
実
際
の
使
用
も
「
奇
瑞
を
見
せ
、
御
坐
を
聞
」
か
せ
、
神
国
の
威
力
を
誇
示

す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
新
羅
軍
勢
に
死
者
が
出
た
か
否
か
は
明
示
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
ま
で
は
皐
珠
・
満
珠
に
関
す
る
部
分
を
除
い
て
、

神
功
皇
后
の
「
出
征
」
の
動
機
、
不
仁
主
義
、
神
国
の
誇
示
と
い
う
点
で
『
日
本
書
紀
』
の
内
容
を
踏
襲
し
て
い
る
。
だ
が
降
伏
し
た
新
羅
王

に
対
し
て
、
「
信
」
「
義
」
を
掲
げ
て
一
命
を
助
け
る
も
の
の
、
以
後
「
末
世
末
代
迄
」
日
本
の
「
奴
」
と
な
る
証
拠
と
し
て
岩
に
「
三
韓
王
は
日

本
の
犬
な
り
」
と
記
す
の
で
あ
り
、
こ
の
部
分
は
中
世
的
伝
説
が
は
っ
き
り
と
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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出
　
　
版
　
　
物

神功皇后伝説と近世日本の朝鮮観（塚本）

　
最
後
に
近
世
の
出
版
文
化
の
な
か
で
「
伝
説
」
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
の
か
を
見
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
始
め
に
「
節
用
集
」
に
つ
い
て
。
「
節
用
集
」
と
は
「
大
雑
書
」
な
ど
と
も
称
さ
れ
る
、
近
世
民
衆
の
実
用
的
な
知
識
を
集
大
成
し
た
百

科
辞
典
的
な
書
物
で
、
庄
屋
な
ど
民
衆
共
同
体
を
代
表
す
る
ク
ラ
ス
の
家
で
は
大
概
所
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
漢
字
辞
典
、
書
簡

の
用
例
、
日
女
の
吉
凶
な
ど
極
め
て
雑
多
な
情
報
が
盛
り
込
ま
れ
る
が
、
歴
代
の
天
皇
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
も
あ
る
。
「
節
用
集
」
の
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

で
も
最
も
網
羅
的
な
構
成
を
持
ち
、
か
つ
良
く
流
布
し
た
と
思
わ
れ
る
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
刊
の
『
大
日
本
永
代
節
用
無
尽
蔵
』
に
は
、
各

天
皇
に
つ
い
て
出
生
か
ら
死
ま
で
の
簡
単
な
経
歴
が
記
さ
れ
る
が
、
神
功
皇
后
に
つ
い
て
は
略
歴
に
加
え
て
挿
絵
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
伏
三

韓
皇
威
銘
石
面
」
（
「
さ
ん
か
ん
を
ま
つ
ろ
へ
、
く
わ
う
み
を
せ
き
め
ん
に
し
る
す
」
と
の
ル
ビ
が
ふ
ら
れ
て
い
る
）
の
字
と
と
も
に
、
神
功
皇
后
と
そ
れ
に

従
う
軍
勢
、
伏
し
て
拝
む
三
韓
の
人
間
が
描
か
れ
て
い
る
。
神
功
皇
后
は
弓
の
先
で
石
面
に
字
を
刻
ん
で
い
る
最
中
な
の
だ
が
、
石
面
の
上
部

は
画
面
か
ら
は
み
出
し
て
い
る
た
め
全
文
は
見
え
な
い
も
の
の
「
王
者
日
」
の
三
字
が
認
め
ら
れ
る
。
明
ら
か
に
新
羅
な
り
三
韓
な
り
の
王
を

「
日
本
の
犬
」
扱
い
し
た
逸
話
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
話
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
描
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　
旅
行
者
の
便
宜
の
た
め
に
近
世
中
期
以
降
盛
ん
に
出
版
さ
れ
た
無
案
内
や
巡
覧
記
の
類
、
と
り
わ
け
京
都
近
辺
の
も
の
に
は
、
石
清
水
八
幡

宮
や
伏
見
の
御
香
宮
神
社
な
ど
神
功
皇
后
に
所
縁
の
あ
る
旧
跡
が
多
い
だ
け
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
伝
説
」
に
触
れ
た
記
事
が
認
め
ら
れ

る
。
該
当
す
る
神
社
に
は
上
記
の
ほ
か
、
三
韓
の
土
で
神
像
を
作
り
安
産
の
神
と
し
て
の
信
仰
を
集
め
た
と
さ
れ
る
三
島
神
社
、
御
所
八
幡
宮
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

松
尾
の
月
読
宮
、
離
宮
八
幡
宮
、
伏
見
の
藤
の
森
神
社
、
山
科
の
音
羽
神
社
（
若
宮
八
幡
宮
）
が
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
特
殊
な
事
例
で
あ
る
が
、
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
薬
の
効
能
、
調
合
所
、
売
場
所
を
書
き
上
げ
た
『
商
人
買
物

　
　
⑩

独
案
内
』
の
な
か
に
は
、
産
前
産
後
の
「
日
本
最
初
上
薬
之
始
」
、
し
か
も
「
男
女
諸
病
二
よ
し
」
と
し
て
大
宮
通
三
条
上
ル
町
の
「
正
本
家
福
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田
直
書
」
の
「
う
め
い
さ
ん
」
と
い
う
薬
が
あ
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
「
神
功
皇
后
御
感
得
」
と
の
宣
伝
文
句
が
付
い
て
い
る
。
神
功
皇
后

へ
の
信
仰
が
広
ま
っ
た
ひ
と
つ
の
現
わ
れ
と
し
て
注
日
さ
れ
よ
う
。

　
さ
て
、
朝
鮮
通
信
使
が
来
日
す
る
た
び
ご
と
に
、
そ
れ
を
見
物
す
る
利
便
の
た
め
に
絵
入
り
で
行
列
の
解
説
を
加
え
た
書
物
が
出
版
さ
れ
た
。

実
際
に
来
る
以
前
に
刊
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
回
の
行
列
を
参
考
に
予
想
を
交
え
た
も
の
で
あ
る
。
ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
に
よ
れ
ば
万
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

位
で
出
版
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
当
時
の
社
会
に
お
け
る
通
信
使
へ
の
関
心
の
深
さ
を
示
す
も
．
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
行
列
記
の
序
文
は

神
功
皇
后
伝
説
の
解
説
か
ら
始
ま
り
、
皇
后
の
「
三
韓
征
伐
」
以
来
朝
鮮
半
島
か
ら
日
本
へ
朝
貢
が
行
わ
れ
、
途
中
中
断
し
た
も
の
の
秀
吉
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

よ
っ
て
再
開
さ
れ
た
と
し
、
そ
の
延
長
上
に
朝
鮮
通
信
使
を
位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
書
物
が
朝
鮮
通
信
使
を
「
三
韓
の
貢
物
献
上
」

と
同
様
に
朝
貢
を
行
う
使
節
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
日
本
の
一
部
の
儒
学
者
が
、
詩
文
の
交
換
な
ど
を
通
し
て
朝
鮮
通
信

使
に
畏
敬
の
念
を
持
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
こ
れ
と
民
衆
レ
ベ
ル
の
認
識
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
に
通
信
使
に
接
し
た
わ
け
で

は
な
く
、
ま
た
大
半
は
見
る
こ
と
さ
え
な
く
、
行
列
記
を
通
じ
て
知
識
と
し
て
通
信
使
を
知
っ
た
民
衆
た
ち
は
、
以
上
に
見
て
き
た
神
功
皇
后

伝
説
の
浸
透
を
背
景
に
、
こ
れ
と
結
び
付
け
て
彼
ら
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

①
　
黒
田
日
出
男
・
ロ
ナ
ル
ド
・
ト
ビ
編
『
行
列
と
見
世
物
』
　
（
朝
日
百
科
日
本
の

　
歴
史
別
冊
1
7
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
四
年
）
。

②
　
概
略
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
…
言
口
及
し
た
研
究
と
し
て
金
光
哲
「
舐
園

　
祭
の
山
鉾
と
神
功
皇
后
一
朝
鮮
観
形
成
の
｝
側
面
と
し
て
一
」
（
『
同
胞
と
社

　
会
科
学
』
4
、
一
九
八
九
年
）
が
あ
ろ
。

③
　
占
繊
山
町
文
護
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
版
）
、

④
　
京
都
大
学
附
屈
図
書
館
所
蔵
本
。

⑤
　
現
在
で
も
こ
の
人
形
は
鹿
島
明
神
と
伝
え
る
。
た
だ
し
『
八
幡
愚
童
訓
』
の
記

　
述
に
従
え
ば
、
鹿
島
閉
神
は
登
場
せ
ず
、
こ
れ
は
副
将
軍
の
高
良
明
神
の
は
ず
で

　
あ
る
。
『
舐
園
会
細
記
』
の
解
説
文
も
讐
大
将
軍
に
ハ
住
吉
大
明
神
、
副
将
軍
に

　
ハ
高
良
大
明
神
、
梶
及
に
ハ
鹿
島
」
と
あ
り
、
『
八
幡
愚
童
訓
』
に
お
い
て
安
曇

磯
貝
を
墨
取
と
し
た
、
と
す
る
記
述
と
の
間
に
混
乱
が
生
じ
て
い
る
。

◎
　
…
囚
み
に
『
舐
園
会
細
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
鉾
に
は
秀
吉
が
寄
付
し
た
「
だ
ん

　
だ
う
す
g
」
の
胴
幕
が
あ
る
と
い
う
。
事
実
と
す
れ
ば
こ
こ
か
ら
も
秀
吉
の
神
功

　
皇
后
に
対
す
る
意
識
を
う
か
が
え
る
。

⑦
『
神
道
大
系
神
祉
編
・
舐
園
』
（
神
道
大
系
編
纂
会
、
…
九
九
二
年
）
。

⑧
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
本
。

⑨
　
と
す
る
と
、
繊
征
船
鉾
も
「
征
服
」
後
の
様
子
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
こ
と
と
な

　
り
、
船
の
名
と
矛
盾
す
る
。
な
お
『
舐
園
御
本
地
』
の
跳
旋
船
鉾
の
方
は
鬼
が
手

　
を
合
わ
せ
て
降
参
の
意
思
を
伝
え
る
図
と
な
っ
て
い
る
。
　
た
だ
し
『
舐
園
会
細

　
記
』
に
お
け
る
凱
旋
船
鉾
の
磯
良
も
手
を
合
わ
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
勝
利
を
祝

　
す
る
合
掌
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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神功皇后伝説と近世日木の朝鮮観（塚木）

⑩
　
京
都
大
学
附
属
図
函
館
所
蔵
本
。

⑪
京
都
国
立
博
物
館
編
『
洛
中
洛
外
図
』
（
角
川
書
店
、
一
九
六
六
年
）
、
『
近
世

　
風
俗
求
肥
』
2
（
毎
日
新
聞
社
、
　
一
九
七
四
年
）
、
祇
園
祭
編
纂
委
員
会
・
舐
園

　
祭
山
鉾
連
合
会
編
『
祇
園
祭
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
）
、
武
田
恒
夫
編
『
風

　
俗
画
　
洛
中
洛
外
』
（
『
日
本
騨
風
絵
集
成
』
1
1
、
講
談
社
、
　
九
七
八
年
）
、
岡

　
見
正
雄
・
佐
竹
昭
広
編
『
標
注
　
洛
中
洛
外
屏
風
　
上
杉
本
』
（
岩
波
書
店
、
　
一

　
九
八
三
年
）
、
『
近
世
風
俗
図
譜
隔
8
、
3
、
小
学
館
、
一
九
八
二
、
八
累
年
）
、

　
『
洛
中
洛
外
園
の
徴
界
一
難
館
2
0
周
年
記
念
特
別
展
示
』
　
（
京
都
府
立
総
合
資

　
料
館
、
　
一
九
八
三
年
）
、
石
田
尚
豊
他
監
修
『
洛
中
洛
外
図
大
観
　
町
田
家
旧
蔵

　
本
・
上
杉
家
本
・
舟
木
家
旧
嶋
木
』
（
小
学
館
、
　
一
九
八
七
年
）
、
狩
野
博
幸
編
著

　
『
近
世
風
俗
画
4
』
（
淡
交
赴
、
　
九
九
一
年
）
、
紙
園
祭
肉
鉾
連
合
会
他
編
『
祇

　
園
祭
大
展
』
（
京
都
新
聞
社
、
一
九
九
四
年
）
、
　
『
都
の
形
象
－
洛
中
・
洛
外
の

　
批
界
』
（
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九
九
四
年
）
、
を
参
照
し
た
。
原
図
の
閲
覧
を
含

　
め
、
未
見
の
絵
画
資
料
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
な
お
、
惜
報
の
御
教

　
示
を
乞
い
た
い
。

⑫
　
松
田
元
『
三
園
祭
細
見
』
（
郷
土
行
事
の
会
、
一
九
七
七
年
目
に
よ
れ
ば
、
洛
中

　
洛
外
図
屏
風
や
木
版
本
で
は
い
ず
れ
も
船
鉾
の
帆
柱
が
御
座
所
の
前
に
あ
る
が
、

　
修
学
院
離
宮
杉
戸
絵
の
み
は
御
座
所
の
中
央
か
ら
棟
を
貫
い
た
よ
う
に
描
か
れ
て

　
お
り
、
松
爾
は
画
家
の
記
憶
違
い
を
推
定
し
て
い
る
。
こ
の
絵
が
実
物
を
拙
写
し

　
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

⑬
船
鉾
を
出
す
町
の
文
書
（
船
鉾
町
文
書
、
京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
版
）

　
で
は
、
文
政
四
（
一
八
二
「
）
年
以
降
の
記
録
に
は
問
題
の
人
形
を
正
し
く
磯
良

　
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
れ
以
前
の
文
書
中
に
は
磯
良
も
鬼
も
確
認
で
き
な
い
。

　
た
だ
し
、
疋
保
二
（
一
六
四
五
）
年
六
月
付
の
人
形
装
束
の
書
き
上
げ
ら
し
き
文

　
書
に
は
、
神
功
皇
后
と
と
も
に
「
龍
王
様
」
が
幽
て
お
り
、
こ
れ
が
磯
良
を
指
す

　
と
す
れ
ば
、
　
『
花
洛
細
見
図
』
の
よ
う
に
実
像
と
町
の
認
識
が
ず
れ
て
い
た
の
で

　
あ
ろ
う
。

⑭
　
若
原
史
朗
『
舐
園
会
山
鉾
大
鑑
臨
（
八
坂
神
社
、
一
九
八
二
年
）
は
、
典
拠
は

　
不
明
だ
が
、
宝
暦
初
年
に
船
鉾
の
装
飾
品
が
作
り
替
え
ら
れ
、
同
時
に
帆
柱
が
無

　
く
な
っ
た
、
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
人
形
の
改
造
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

⑯
　
神
功
皇
后
の
能
面
は
安
産
に
霊
験
あ
ら
た
か
と
し
て
、
近
世
中
期
以
降
に
は
天

　
皇
家
の
出
産
の
度
ご
と
に
船
鉾
を
管
理
す
る
船
鉾
町
か
ら
宮
中
に
献
上
さ
れ
る
よ

　
う
に
な
る
。
そ
の
初
発
は
宝
暦
八
年
の
花
園
天
皇
の
女
御
、
恭
礼
門
院
藤
原
富
子

　
の
出
産
時
で
あ
っ
た
（
後
の
後
花
園
天
皇
を
戯
産
）
。
「
船
鉾
町
文
書
」
に
よ
れ
ば
、

　
町
の
寄
り
合
い
で
新
た
に
献
上
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
つ
て
を
求
め
て
女
院
出

　
入
り
の
女
中
の
藤
枝
な
る
人
物
に
仲
介
を
依
頼
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
慣
例
は

　
町
側
の
働
き
掛
け
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
天
皇
へ
接
近
す
る
民
衆

　
意
識
の
高
ま
り
が
、
異
国
の
民
を
鬼
扱
い
す
る
こ
と
へ
の
見
直
し
を
生
み
、
船
鉾

　
の
モ
チ
ー
フ
の
再
検
討
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
蓋
然
性
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
な

　
お
、
「
伝
説
」
は
覇
鮮
へ
の
認
識
に
影
響
を
与
え
た
の
み
な
ら
ず
、
京
都
の
町
人

　
が
朝
廷
と
接
触
す
る
際
の
重
要
な
媒
介
と
な
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
朝
廷
へ
結
び

　
つ
く
志
向
、
神
国
観
念
と
、
神
功
皇
盾
伝
説
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ
る
。

⑯
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
1
4
（
三
一
君
房
、
一
九
七
一
年
）
所
収
。

⑰
『
新
修
京
都
叢
書
』
1
所
収
。

⑱
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
。

⑲
　
　
『
祇
園
会
細
記
』
。
な
お
腹
帯
を
神
功
皇
后
と
結
び
付
け
る
の
は
船
鉾
に
お
い

　
て
だ
け
で
は
な
く
、
近
世
社
会
に
一
般
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
七
世
紀
末
以
降

　
の
妊
婦
の
健
康
を
論
じ
た
医
学
書
の
多
く
に
は
、
「
伝
説
」
を
語
り
つ
つ
、
腹
帯

　
の
効
能
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
永
瀬
康
博
「
神
功
皇
后
伝
説
の
近
世
的
展
開
－

　
産
婆
と
腹
帯
の
関
係
に
お
い
て
一
」
御
影
史
学
研
究
会
編
『
晟
俗
の
歴
史
的
世

　
界
』
、
岩
田
書
院
、
一
九
九
四
年
）
。

⑳
『
都
名
所
車
』
（
正
徳
四
年
成
立
）
（
『
新
修
京
都
叢
書
』
5
所
収
）
。

⑳
　
村
井
前
掲
書
。

＠
　
一
般
に
安
産
の
守
礼
は
神
功
皇
后
伝
説
と
結
び
つ
い
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
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＠
　
江
事
務
「
桂
包
の
研
究
」
（
『
江
馬
務
著
作
集
4
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
。

　
原
発
二
一
九
三
〇
年
）
に
よ
れ
ば
上
桂
村
に
｝
○
家
、
下
桂
村
に
二
家
、
上
鳥
羽

　
村
に
一
家
、
計
一
三
家
あ
っ
た
。

⑳
名
取
壌
之
助
編
『
桂
女
資
料
』
（
大
岡
山
書
店
、
一
九
三
八
年
）
。
な
お
、
網
野

　
善
彦
は
由
緒
書
の
成
立
を
一
五
世
紀
初
頭
と
推
定
し
、
ま
た
桂
女
と
鵜
飼
、
亀
の

　
呪
術
性
の
関
連
か
ら
天
皇
欄
、
卑
賎
視
の
問
題
と
も
結
び
付
け
て
検
討
を
加
え
て

　
い
る
（
『
日
本
中
世
の
穿
農
業
民
と
天
皇
』
岩
波
霞
店
、
一
九
八
四
年
）
。

⑳
　
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
頃
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
京
都
町
奉
行
所
役
人
の
職

　
務
備
忘
録
の
ひ
と
つ
、
『
京
都
役
所
方
覚
書
』
（
『
京
都
町
触
集
成
』
別
巻
一
所
収
）

　
に
は
「
四
十
五
　
所
司
代
幅
出
二
道
中
門
証
文
」
と
し
て
、
道
中
証
文
が
所
司
代

　
の
名
で
出
さ
れ
る
場
合
が
一
〇
例
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
上
賀
茂
社
の
葵
献
上
や
上

　
方
郷
帳
の
提
出
、
市
中
の
町
年
寄
と
町
代
（
申
間
支
配
者
）
の
代
国
者
が
毎
年
頭

　
に
将
軍
へ
拝
礼
に
下
る
揚
合
な
ど
と
と
も
に
、
「
か
つ
ら
女
」
が
「
為
御
礼
江
戸

　
へ
罷
下
」
る
際
に
出
さ
れ
る
証
文
の
案
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
　
『
京
都
町
触
集
成
』
第
三
巻
一
三
二
四
号
。
な
お
以
下
『
町
触
』
③
1
｝
三
二

　
四
の
如
く
略
す
。

⑳
　
宝
暦
二
年
蒔
以
下
、
宝
暦
一
三
年
　
二
月
（
別
②
…
補
七
六
七
）
、
天
明
四
年

　
一
一
月
（
⑥
1
一
〇
五
四
）
、
寛
政
一
〇
年
正
月
（
⑦
1
一
五
｝
閥
）
、
享
和
元
年

　
七
月
（
⑧
1
五
二
八
）
、
文
化
二
年
一
〇
月
（
⑧
一
一
二
〇
六
）
、
文
化
七
年
七
月

　
（
⑨
1
二
五
三
）
、
文
化
一
四
年
七
月
（
⑨
1
＝
三
六
）
、
天
保
六
年
六
月
（
⑪

　
1
一
九
）
、
天
保
一
〇
年
一
二
月
（
⑪
1
三
五
三
）
、
嘉
永
元
年
七
月
（
⑫
一
二

　
七
）
、
嘉
永
七
年
閏
七
月
（
⑫
1
五
一
九
）
、
万
延
元
年
四
月
（
⑫
－
一
〇
三
四
）
、

　
元
治
元
年
二
月
（
⑬
一
六
）
、
慶
応
四
年
二
月
（
⑬
1
四
四
四
）
。

⑱
宝
暦
二
年
時
の
触
は
強
制
で
は
な
く
相
対
次
第
と
す
る
も
の
の
、
翌
年
三
月
に

　
は
中
間
支
配
者
の
町
代
の
差
出
し
と
い
う
形
式
で
「
桂
姫
守
札
之
返
答
残
候
分
、

　
明
後
幾
日
迄
二
合
申
越
可
有
之
候
」
と
の
触
が
出
さ
れ
（
③
1
＝
一
　
五
五
）
、
ま

　
た
宝
暦
一
王
年
に
は
、
宝
暦
二
年
以
来
の
こ
と
と
し
て
改
め
て
守
札
の
販
売
が
触

　
で
告
知
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
　
「
此
度
蟹
江
女
直
二
相
廻
り
候
筈
」
と
わ
ざ
わ
ざ

　
銘
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
『
町
触
』
別
②
1
補
七
六
七
）
、
宝
暦
二
年
以
降
に

　
は
町
役
人
か
ら
町
代
へ
と
、
行
政
ル
ー
ト
を
通
じ
て
積
極
的
に
広
め
ら
れ
る
よ
う

　
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

⑳
　
『
大
阪
市
史
』
三
、
四
海
、
零
下
（
大
阪
市
、
　
一
九
＝
年
）
。
出
さ
れ
た
年

　
月
は
以
下
の
通
り
。
宝
暦
三
年
五
月
五
日
、
明
和
五
年
七
月
朔
日
、
安
永
五
年
一

　
二
月
二
八
日
、
安
永
九
年
＝
月
二
一
日
、
天
朋
五
年
五
月
＝
日
、
寛
政
三
年

　
三
月
二
七
日
、
寛
政
七
年
五
月
二
九
日
、
寛
政
一
一
年
四
月
二
五
日
、
文
化
元
年

　
正
月
一
八
日
、
文
化
四
年
五
月
＝
二
日
、
文
化
六
年
一
二
月
二
一
目
、
文
化
八
年

　
五
月
二
四
日
、
文
化
一
三
年
七
月
一
三
日
、
文
政
三
年
六
月
二
五
日
、
文
政
四
年

春
七
月
二
鴛
二
h
口
、
　
天
保
三
年
山
口
月
一
血
臼
［
、
天
保
七
年
一
二
月
一
九
R
［
、
W
猟
化
｝
兀
年
八

　
月
一
九
日
、
嘉
永
六
年
一
〇
月
朔
日
、
安
政
六
年
二
月
半
日
、
文
久
三
年
五
月

　
二
七
日
、
慶
応
三
年
一
一
月
。
な
お
触
出
し
を
願
っ
た
の
は
京
都
の
桂
女
で
あ
る

　
が
、
京
都
で
の
触
が
ほ
ぼ
バ
タ
ー
ソ
化
し
桂
女
に
つ
い
て
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
は

　
な
い
の
に
対
し
、
大
坂
の
場
合
は
そ
の
所
在
地
が
具
体
的
に
詑
さ
れ
る
場
合
が
多

　
い
。
桂
女
が
集
住
し
た
上
桂
村
、
下
桂
村
、
上
鳥
羽
村
以
外
に
、
大
仏
馬
町
（
桂
女

　
の
出
張
所
が
あ
っ
た
）
、
建
仁
静
新
地
な
ど
場
末
地
域
や
岡
略
村
（
桂
女
が
い
た
）
、

　
聖
護
院
村
な
ど
近
郊
農
村
に
数
在
し
た
桂
女
お
の
お
の
が
、
大
坂
に
繊
向
い
て
守

　
札
を
売
り
歩
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
文
政
三
年
・
六
月
時
に
は
、
大
坂
三
郷
総
会

　
所
に
お
い
て
守
札
を
渡
し
、
初
穂
料
を
取
り
集
め
る
と
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ

　
る
。

⑳
前
掲
『
桂
女
資
料
』
。

⑳
　
『
日
本
教
育
文
庫
』
衛
生
及
遊
戯
篇
（
同
文
館
、
一
九
＝
年
）
。

⑫
　
H
・
0
・
ロ
ー
テ
ル
ム
ン
ド
『
庖
癒
神
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
で
は
、

　
癒
癒
神
と
し
て
豊
漁
朝
を
始
め
多
く
の
武
将
、
神
が
措
定
さ
れ
て
い
る
が
、
神
功

　
皇
后
に
関
連
す
る
諸
神
の
比
重
は
高
く
な
く
、
上
記
と
同
じ
史
料
を
用
い
た
住
吉

　
明
神
の
例
、
歌
川
鉱
員
の
版
画
に
稲
荷
大
明
神
、
金
比
羅
大
権
現
な
ど
日
本
の
伝

3e　（848）



　
統
的
な
諸
神
の
ひ
と
つ
と
し
て
正
八
幡
宮
が
登
揚
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
あ
る
い
は

　
こ
の
分
析
が
東
国
中
心
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
「
伝
説
」
に

　
対
す
る
観
念
の
地
域
差
は
残
さ
れ
た
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
た
だ
し
関
根
邦
之

　
助
「
三
盛
神
に
つ
い
て
」
（
『
目
本
歴
史
』
三
〇
一
、
一
九
七
三
年
）
は
、
東
国
も

　
含
め
各
地
の
神
功
皇
厨
に
ま
つ
わ
る
多
く
の
神
々
が
庖
瘡
神
で
あ
っ
た
こ
と
を
紹

　
介
し
て
い
る
。
ま
た
福
井
県
立
博
物
館
『
絵
馬
』
（
一
九
九
三
年
）
に
は
萢
瘡
除

　
け
の
祈
願
で
奉
納
さ
れ
た
神
功
皇
后
の
絵
馬
の
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お

　
高
橋
愚
明
『
酒
呑
童
子
の
誕
生
』
（
中
公
新
書
、
一
九
九
二
年
）
は
、
庖
癒
神
と

　
酒
呑
童
子
と
の
関
係
を
追
究
し
た
労
作
で
あ
る
が
、
庖
瘡
神
と
し
て
の
住
吉
神
に

　
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。

⑳
　
　
『
河
原
巻
物
の
世
界
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
｝
九
九
一
年
）
。

⑭
　
『
歌
舞
佼
年
表
』
第
｝
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
六
年
）
。

⑯
　
『
国
書
総
目
録
』
に
よ
る
。

⑳
　
　
『
歌
舞
伎
年
表
』
第
一
巻
～
第
六
巻
。
な
お
、
池
内
前
掲
論
文
表
3
参
照
。

⑳
　
『
七
海
音
浄
瑠
璃
集
（
続
帝
国
文
庫
）
』
（
博
文
館
、
一
八
九
九
年
）
所
収
。

⑳
　
　
『
節
用
集
大
系
』
第
七
五
巻
（
大
空
社
、
一
九
九
三
年
）
所
収
。
同
書
の
解
題

　
に
よ
る
と
「
大
日
本
永
代
飾
用
無
尽
蔵
」
は
嘉
永
二
年
八
月
に
再
刻
さ
れ
、
江
戸

　
と
京
都
の
一
｝
書
難
で
刊
行
さ
れ
た
。

⑳
　
『
新
修
京
都
叢
書
』
　
～
一
瓢
二
、
『
新
撰
京
都
叢
書
』
一
～
｝
二
。

⑩
『
新
撰
京
都
叢
書
』
七
所
収
。

⑪
　
前
掲
「
近
世
藤
本
の
庶
斑
文
化
に
現
れ
る
朝
鮮
通
信
使
像
」
。

⑫
　
上
田
正
昭
「
朝
鮮
通
信
使
と
雨
森
芳
洲
」
（
『
江
戸
時
代
の
朝
鮮
通
信
使
隔
、
毎

　
研
新
閥
社
、
｝
九
七
九
年
）
。

む
す
び
に
か
え
て

神功皇庸伝説と近世日本の朝鮮観（塚本）

　
牧
原
憲
夫
は
近
代
日
本
の
文
明
開
化
を
論
じ
る
な
か
で
、
明
治
一
一
（
一
八
七
八
）
年
に
発
行
さ
れ
た
起
業
公
債
の
図
柄
に
肖
像
が
採
用
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
つ
つ
、
神
功
皇
后
が
復
古
を
通
し
た
開
化
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
皇
室
の
服
装
改
革
－
洋

装
へ
の
転
換
を
促
し
た
明
治
四
年
の
詔
勅
で
も
出
兵
時
の
神
功
皇
后
が
「
ツ
ー
ピ
ー
ス
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
諾
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
明
治
一
六

年
に
発
行
さ
れ
た
紙
幣
の
図
柄
も
神
功
皇
后
の
肖
像
画
で
あ
っ
た
。
牧
原
は
こ
の
文
明
開
化
が
西
洋
文
明
の
受
容
、
天
皇
権
の
確
立
、
日
本
国

民
と
し
て
の
馴
致
な
ど
の
内
容
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
、
さ
ら
に
神
功
皇
后
が
国
権
拡
張
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
な
り
得
た
こ
と
も
指

摘
し
て
い
る
。
だ
が
、
明
治
政
府
が
文
明
開
化
策
を
打
ち
出
し
た
時
に
、
な
ぜ
神
功
皇
后
を
持
ち
出
し
た
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
国
民
国
家
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
り
う
る
た
め
に
は
、
民
間
に
未
知
の
存
在
で
は
有
効
で
は
な
い
。

　
明
治
一
二
年
一
月
、
台
湾
で
の
漂
流
民
殺
害
事
件
に
つ
い
て
の
琉
球
藩
の
対
応
を
め
ぐ
り
、
東
京
曙
新
聞
に
琉
球
を
「
不
敬
無
礼
」
と
し
、
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②

「
琉
奴
」
を
討
つ
べ
し
、
と
し
た
論
説
が
掲
載
さ
れ
た
。
筆
者
の
横
地
敬
三
な
る
者
が
い
か
な
る
人
物
か
は
不
明
だ
が
、
民
問
の
人
間
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
横
地
は
明
治
政
府
が
外
国
に
蔑
ろ
に
さ
れ
た
先
例
と
し
て
、
明
治
八
年
に
ロ
シ
ア
と
樺
太
千
島
交
換
条
約
を
結
ん
だ
こ

と
と
並
び
明
治
九
年
の
臼
朝
修
好
条
規
に
つ
い
て
触
れ
、
「
又
朝
鮮
ト
和
親
ヲ
修
メ
テ
我
先
皇
力
認
メ
テ
以
テ
其
国
王
ハ
日
本
ノ
犬
ナ
リ
ト
為

セ
シ
所
ノ
国
ト
同
等
ノ
条
約
ヲ
結
ビ
」
と
評
価
し
て
、
憤
概
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
史
料
を
紹
介
し
た
『
日
本
近
代
思
想
大
系
』
の

注
で
は
「
日
本
書
紀
な
ど
に
み
え
る
、
古
代
に
は
百
済
な
ど
が
日
本
に
朝
貢
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
誇
張
し
て
い
う
か
」
と
し
て
い
る
が
、

そ
う
で
は
な
く
、
近
世
の
民
衆
に
も
深
く
浸
透
し
た
中
世
的
な
「
伝
説
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
説
明
の
必
要
は
な
か
ろ

う
。
ち
な
み
に
こ
の
「
犬
伝
説
」
が
忘
れ
宏
ら
れ
た
の
も
、
そ
う
古
い
こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
前
掲
金
光
哲
論
文
が
紹
介
し
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
だ
が
、
和
辻
哲
郎
が
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
の
な
か
で
『
八
幡
宮
御
縁
起
』
（
八
幡
本
地
と
も
い
う
。
内
容
の
基
本
的
な
構
成
は
『
八
幡
愚
童
訓
』
に

同
じ
）
を
取
り
上
げ
、
こ
う
し
た
物
語
が
民
衆
の
間
で
愛
好
さ
れ
、
心
に
染
み
込
ん
で
い
た
こ
と
を
強
調
し
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
　
わ
た
く
し
個
人
と
し
て
は
、
こ
の
物
語
に
あ
る
「
新
羅
圏
の
大
王
は
日
本
の
犬
な
り
」
と
い
ふ
書
葉
を
、
幼
い
頃
母
親
の
口
か
ら
聞
い
た
覚
え
が
あ
る
。

　
　
村
の
鎮
守
が
八
幡
宮
で
あ
り
、
生
れ
て
間
も
な
く
そ
こ
へ
宮
詣
り
を
さ
せ
ら
れ
た
わ
れ
わ
れ
は
、
想
起
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
ほ
ど
幼
い
頃
か
ら
、
す
で

　
　
に
こ
の
縁
起
灘
と
接
触
し
て
み
た
の
で
あ
ら
う
。

　
本
稿
は
、
室
町
時
代
か
ら
近
代
に
ま
で
こ
の
話
を
保
存
し
、
想
起
さ
せ
た
様
々
な
回
路
を
明
ら
か
に
し
た
、
と
の
位
置
付
け
と
な
ろ
う
。
先

の
東
京
曙
新
聞
の
論
説
は
直
接
征
言
論
を
唱
え
た
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
民
間
に
朝
鮮
出
兵
を
支
え
る
論
調
、
空
気
が
存
在
し
た
こ
と
を

伝
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
『
日
本
書
紀
』
に
拠
り
国
体
を
論
じ
る
思
想
家
や
朝
鮮
を
国
威
拡
張
の
対
象
と
見
る
政
治
家
ら
と

と
も
に
、
中
世
的
伝
説
に
由
来
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
蔑
視
観
に
基
づ
き
、
征
韓
論
を
是
と
す
る
「
感
覚
」
が
、
残
念
な
が
ら
、
民
衆
に
も
明
ら

か
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
神
功
皇
后
伝
説
の
「
保
存
」
の
仕
方
、
内
容
は
、
支
配
老
・
思
想
家
た
ち
と
民
衆
と
で
は
異
な
っ
て
い
た
が
、

し
か
し
民
衆
に
と
っ
て
も
馴
染
み
深
い
存
在
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
共
有
で
き
る
認
識
が
あ
れ
ば
、
事
足
り
た
。
だ
か
ら
こ
そ
牧
原
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
明
治
政
府
は
文
明
開
化
政
策
1
…
国
権
拡
張
を
含
む
と
こ
ろ
の
一
を
推
進
す
る
上
で
、
神
功
皇
后
を
「
一
君
万
民
」
体
制
の
下
で
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神功皇后伝説と近世日本の朝鮮観（塚本）

の
国
民
統
合
の
象
徴
的
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
民
衆
文
化

の
様
女
な
局
面
で
語
り
伝
え
ら
れ
た
「
負
の
遺
産
」
で
あ
っ
た
。

　
最
後
に
、
近
世
民
衆
の
朝
鮮
観
の
総
体
は
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
要
素
、
す
な
わ
ち
朝
鮮
通
信
使
の
与
え
た
影
響
や
民
問
で
の

交
流
と
い
う
側
面
、
一
方
で
中
期
以
降
に
思
想
家
た
ち
の
間
で
蔑
視
観
が
台
頭
し
た
こ
と
が
民
衆
意
識
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の

か
と
い
う
問
題
や
、
八
幡
神
へ
の
信
仰
や
神
功
皇
后
伝
説
が
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
形
で
現
実
の
天
皇
と
結
び
付
く
よ
う
に
な
る
の
か
（
そ
れ
は

近
世
の
歴
史
段
階
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
と
考
え
る
が
）
、
な
ど
を
も
含
め
て
総
合
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
は
、
そ
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
基
礎
作
業
に
過
ぎ
な
い
。

　
①
「
文
明
開
化
論
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
1
6
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
瞬
年
）
。
　
　
ロ
県
の
神
社
絵
馬
に
つ
い
て
、
最
も
一
般
的
な
モ
チ
ー
フ
が
神
功
皇
后
で
あ
る
と

　
②
　
『
日
本
近
代
思
想
大
系
』
1
2
（
岩
波
千
旦
、
一
九
八
八
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
い
る
。
絵
馬
の
分
析
を
通
じ
て
畏
衆
の
朝
鮮
侵
略
に
つ
い
て
の
意
識
を
探
る

　
③
　
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
視
角
は
、
本
稿
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　
〔
補
注
〕
　
脱
稿
後
に
リ
チ
ャ
ー
ド
・
W
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
「
征
韓
論
と
神
功
皇
后
絵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蕪
重
大
学
人
文
学
部
助
教
授
津
市
九
月

　
　
馬
」
（
『
列
島
の
文
化
史
隔
1
0
、
…
九
九
六
年
）
に
接
し
た
。
福
岡
県
筑
紫
野
と
山
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’The　Role／’of　the　Emptess　Jingu　Myth　一in・

Constructing　Edo－era　perceptions　of　Korea

by

TsuKAMoTo　Akira

5tg．　．aj．／／＄”　of　eq．rly，’．　iTioqerii．　」4p4hese　．perclgpFig，ps”一〇f　Koreans．liavg；　．to　date，

ce’hte’re’d　’upen　’thei　embassieS　’dispat．ched　by”the　Koreans　’to　the　Tokug’　awa

器臨濃謙虚e面面盤面t膿1織糊
rギ蓋潔盤認追辞聖職諜濫聾1登e｛灘
of　tlid．　Mdng’bi’inVbsiops　（1274，　1281）．” hKoreans　were　viewed　as，　beasts．

Dtifing’HideyoShi’S”1’hV2sioris　of　Korea’（1592－8），　the　medieval　image　of

K6ゆ幡ab舳hed　1ta・．id・61・gq6・6hgρ9・d：．i・ared・fi・i・i…fJ・p・n

at／．．4”f’qiViltb．　．g．biuritry　1”　By　，tll．e　ihidTEdo’p’qrioe，　a　pejorative　view　of　the

Kゆ昏b・1ゆpgn『・eadin・S・f・he鰍ゴ・・d　Nih…励becam・
Wide’・’E・；・adi　1　N，・v⑳dess・．・t　th←1・v・16f　P・P・lar．蜘m・and　b・li・f・，

th6． 撃рр奄UVbl　my伍．of．　KG艶a．　as　l‘6ther．，　conti加ed，．　and　Koreans　were

conceived　of　as　dogs　and　monsters．　This　attitude　was　an　expression　of

popular　sentiment　autonomous　from　the　ideologies　expressed　by　central

political　and　intellectual　figures．　This　popular　attitude　regarding　Korea

supported　those　in　the　IMeiji　period　who　advocated　conquering　Korea，

and　aiso　meshed　．　with．・the　Meiji　state’s　appropriation・of　Jingu　as　a　symbol

of　national　unity．
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